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１．概要

本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 47 条 計装設備」

に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、

補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施

した。 

２．本資料の構成

「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏

まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理

結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設

計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等

を図る。 

別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次

の展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がな

いかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があ

ることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対

象外）。 

別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補

足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との

比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追

加すべきものを抽出する。 

別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけ

を示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に

示す。
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別紙 
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：商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年10月７日　Ｒ１

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 10/7 1

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 10/7 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/16 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 9/16 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 9/16 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 9/16 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

計装00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（計装）】
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（1 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（計装設備） 

第四十七条 再処理施設に

は、重大事故等が発生し、計

測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その

他故障により当該重大事故等

に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合

において当該パラメータを推

定するために有効な情報を把

握できる設備が設けられてい

なければならない。SA計① 

 

２ 再処理施設には、再処理

施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合においても必

要な情報を把握できる設備が

設けられていなければならな

い。SA 計② 

 

３ 前項の設備は、共通要因

によって制御室と同時にその

機能が損なわれないものでな

ければならない。SA 計③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

4.計測制御系統施設 

4.2 重大事故等対処設備 

4.2.1 計装設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ．再処理施設の一般構造 

(ｌ) 計装設備 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。□1  

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により重

大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

を把握できる設計とする。□1  

計装設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても必要な

情報を把握できる設計とする。□1  

また，当該設備は，共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれのない設計とする。□1  
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.43 計装設備 

（計装設備） 

第四十三条 再処理施設には、重大事故

等が発生し、計測機器（非常用のも

のを含む。）の直流電源の喪失その

他の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合において当該パラメータ

を推定するために有効な情報を把握

できる設備を設けなければならな

い。 

２ 再処理施設には、再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合において

も必要な情報を把握できる設備を設

けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって制

御室と同時にその機能が損なわれな

いものでなければならない。 

（解釈） 

第４３条（計装設備） 

１ 第１項に規定する「直流電源の喪

失」とは、設計基準の要求により措

置されている保安電源設備の直流電

源を喪失することをいう。 

２ 第１項に規定する「パラメータを推

定するために有効な情報を把握でき

る」とは、テスターと換算表を用い

て必要な計測を行うこと等をいう。 

３ 第２項に規定する「必要な情報を把

握できる」とは、発生する事故の特

徴から、作業可能な状態が比較的長

時間確保できる可能性がある場合に

は、施設の遠隔操作に代えて、緊急

時のモニタや施設制御を現場におい

て行うことを含むものとする。 

４ 第３項に規定する「共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわ

れない」とは、第４６条に規定する

「緊急時対策所」に、「必要な情報

を把握できる設備」を備えることに

より制御室と同時に機能を喪失しな

いことをいう。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

第２章 個別項目 

計測制御系統施設 

2.1 計測装置等 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時及び重大事故等時における計

測 

（設計基準事故対処施設の記載につい
ては，第２０条にて展開するため，省略
する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等   
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（2 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

計装設備は，重大事故等が発生

し，計測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その他の故

障により重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を計測することが困難となった場合

において，当該パラメータを推定す

るために有効な情報を把握できる設

計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するための設備とし

て，パラメータを計測するために必

要な設備を重大事故等対処設備とし

て設置又は配備する。また，重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータ及び当該パラメ

ータを推定するために有効な情報を

把握するための設備のうち，設計基

準対象の施設と兼用する設備は，重

大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

第２項について 

再処理施設には，再処理施設への

故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合におい

て，制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を把握するために，重

大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情

報を把握するための設備及び再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合において必要な情報を把握し記録

する設備を設ける設計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するための設備は，再

処理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合においても当該事象に対処す

るために把握することが必要なパラ

メータを計測する設計とする。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（3 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，「6.2.5. 

4.1(１) 計測制御装置」，

「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」

を兼用する設計とする。◇1  

第３項について 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，「9.16 緊急

時対策所」に，「必要な情報を把握

できる設備」を設置するとともに，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」により制御室及び緊急時対策

所へ必要な情報を伝送し，かつ，監

視及び記録することにより，共通要

因によって制御室と同時に必要な情

報を把握する機能が損なわれない設

計とする。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（4 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。SA 計①－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により当

該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，再

処理施設における重大事故等の事象進

展速度や重大事故等に対処するための

時間的余裕の観点を考慮し，当該パラ

メータを推定するために有効な情報を

把握できる設計とする。SA 計①－2 

 

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測す

る機器の多くが交流電源により給電す

る設計としていることから，必要なパ

ラメータを計測することが困難となる

条件として全交流動力電源の喪失を想

定し，また，計測機器の故障（計装導

圧配管及び温度計ガイド管（計装配管

が損傷した場合を含む。）及び計測範

囲の超過を想定する。SA計①－3 

 

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 計装設備 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。SA 計①－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により当

該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，再

処理施設における重大事故等の事象進

展速度や重大事故等に対処するための

時間的余裕の観点を考慮し，当該パラ

メータを推定するために有効な情報を

把握できる設計とする。SA 計①－2 

 

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測す

る機器の多くが交流電源により給電す

る設計としていることから，必要なパ

ラメータを計測することが困難となる

条件として全交流動力電源の喪失を想

定し，また，計測機器の故障（計装導

圧配管及び温度計ガイド管（以下「計

装配管」という。）が損傷した場合を

含む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。SA 計①－3 

 

 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.2.1 計装設備 

6.2.1.1 概要 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，計測機器（非常用

のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合において，再処理施設に

おける重大事故等の事象進展速度や

重大事故等に対処するための時間的

余裕の観点を考慮し，当該パラメー

タを推定するために有効な情報を把

握できる設計とする。◇1  

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測

する機器の多くが交流電源により給

電する設計としていることから，必

要なパラメータを計測することが困

難となる条件として全交流動力電源

の喪失を想定し，また，計測機器の

故障（計装導圧配管及び温度計ガイ

ド管（以下「計装配管」という。）

が損傷した場合を含む。）及び計測

範囲の超過を想定する。◇1  

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量，原子炉格

納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度

及び酸素濃度，原子炉建屋原子炉棟内の

水素濃度並びに未臨界の維持又は監視，

最終ヒートシンクの確保，格納容器バイ

パスの監視，水源の確保に必要なパラメ

ータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，使用済燃料プールの

監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置又は保管する設計

とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(P23)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測する方針は同様であるが，再処理施設では個別パラメータを記載すると煩雑になるため,基

本設計方針に記載せず，仕様表及び添付書類の説明書で示す。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，直流

電源の喪失その他の故障

を想定する条件について

記載した。 

【「等」の解説 】 

「重大事故等」について

は事業指定基準規則の表

記に基づく用語として許

可の記載のとおりとし

た。（以下同じ） 

②(P23)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また，再処理施設への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合において，中央制

御室及び緊急時対策所で必要な情報

を把握するために，重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを把握する設備を使用す

るとともに，「6.2.5.4.1(１) i) 

情報把握計装設備」，

「6.2.5.4.2(１) i) 情報把握計装

設備」，「9.16.2.4(２) e. 緊急

時対策建屋情報把握設備」を再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合において必要な情報を把握し記録

する設備として兼用する設計とす

る。◇1  

計装設備は，重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備及び再処理施

設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合

において必要な情報を把握し記録す

る設備で構成する。◇1  

   重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定する

ために有効な情報を把握するための

設備であり，臨界事故の拡大を防止

するために必要な計装設備，冷却機

能の喪失による蒸発乾固に対処する

ために必要な計装設備，放射線分解

により発生する水素による爆発に対

処するために必要な計装設備，有機

溶媒等による火災又は爆発に対処す

るために必要な計装設備，使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のために必要な計

装設備，工場等外への放射性物質等

の放出を抑制するために必要な計装

設備及び重大事故等への対処に必要

となる水の供給に必要な計装設備で

構成する。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。◇1  

主要パラメータを計測する設備の

計測概要図を第 6.2.1－１図，第

6.2.1－２図，第 6.2.1－３図及び第

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 計測制御系

統施設の主要設備リスト」の「計測装

置」に示す重大事故等対処設備の他，フ

ィルタ装置水位（個数 2，計測範囲 180

～5500 mm），フィルタ装置圧力（個数

1，計測範囲 0～1 MPa），フィルタ装置

スクラビング水温度（個数 1，計測範囲

0～300 ℃），フィルタ装置入口水素濃

度（個数 2，計測範囲 0～100 ％），残

留熱除去系海水系系統流量（個数 2，計

測範囲 0～550 L/s），緊急用海水系流

量（残留熱除去系熱交換器）（個数 1，

計測範囲 0～800 m3/h），緊急用海水系

流量（残留熱除去系補機）（個数 1，計

測範囲 0～50 m3/h），常設高圧代替注

水系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），常設低圧代替注水系ポン

プ吐出圧力（個数 2，計測範囲 0～5 

MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

（個数 2，計測範囲 0～5 MPa），原子炉

隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個数 1，

計測範囲 0～10 MPa），高圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），残留熱除去系ポンプ吐出

圧力（個数 3，計測範囲 0～4 MPa），低

圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数

1，計測範囲 0～4 MPa），静的触媒式水

素再結合器動作監視装置（個数 4，計測

範囲 0～300 ℃）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P21)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを把握する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器，可搬型重要代替計器及び第２章 

個別項目のうち「1.2 重大事故等対処

設備」に用いる一部のパラメータの監

視及び可搬型重要計器の冷却に必要な

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニ

ット，可搬型空冷ユニット，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機，けん引車で

構成し，重大事故等が発生した場合に

おいて，重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計

測する設計とする。SA計①－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器，可搬型重要代替計器及び第５表の

うち「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための手順等」に用いる一部のパラ

メータの監視及び可搬型重要計器の冷

却に必要な可搬型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車で構成する。SA計①－4 

 

可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。SA 計⑤－1 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬

型重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処

に同時に対処することを考慮し，対処

に必要となる計測範囲及び個数を確保

することで，共用によって重大事故等

時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。SA 計⑤－2, SA 計⑥－1 

 

重大事故等が発生した場合，当該パ

ラメータは「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤及び安全系監視制御盤を監視並び

に記録する設備として兼用する設計と

する。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1－４図に示す。◇1  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装置」，

「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」及

び「9.16.2.4(２) e. 緊急時対策

建屋情報把握設備」で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－1（P14 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－2（P14 へ） 

SA 計⑥－1（P14 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「重大事故

等が発生した場合において，重大

事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータを計測す

る設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.5 使用済燃料貯蔵槽の

冷却等のための手順等」に

ついては，事業変更許可申

請書の表記のため，基本設

計方針の記載とした。 

【許可からの変更点】 

記載統一のため「把握」

に修正。 

（以下同じ） 
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4.2.1.1 パラメータの選定方針 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

は，パラメータの重要性や計測に当た

っての優先順位の明確化の観点から，

以下の通り分類する。SA計①－5 

 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータのうち，当該重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定するた

めに有効な情報は，重大事故等の対策

における各作業手順に用いるパラメー

タ及び重大事故等に対する対策の有効

性評価に用いるパラメータから抽出す

る（以下「抽出パラメータ」とい

う。）。SA 計①－6 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等

の発生防止対策及び拡大防止対策を成

功させるために監視することが必要な

パラメータを主要パラメータとする。

また，抽出パラメータのうち，電源設

備の受電状態，重大事故等対処設備の

運転状態又は再処理施設の状態を補助

的に監視するパラメータを補助パラメ

ータとし，保安規定に定めて，管理す

る。SA 計①－7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

は，パラメータの重要性や計測に当た

っての優先順位の明確化の観点から，

以下の通り分類する。SA計①－5 

 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータのうち，当該重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定するた

めに有効な情報は，重大事故等の対策

における各作業手順に用いるパラメー

タ及び重大事故等に対する対策の有効

性評価に用いるパラメータから抽出す

る（以下「抽出パラメータ」とい

う。）。SA 計①－6 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等

の発生防止対策及び拡大防止対策等を

成功させるために監視することが必要

なパラメータを主要パラメータとす

る。また，抽出パラメータのうち，電

源設備の受電状態，重大事故等対処設

備の運転状態又は再処理施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パ

ラメータとする。SA 計①－7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 設計方針 

 (１) パラメータの選定方針 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，計測機器（非常用

のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合，再処理施設における重

大事故等の事象進展速度や重大事故

等に対処するための時間的余裕の観

点を考慮し，当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握できる

設計とする。直流電源の喪失その他

の故障として，再処理施設のパラメ

ータを計測する機器の多くが交流電

源により給電する設計としているこ

とから，必要なパラメータを計測す

ることが困難となる条件として全交

流動力電源の喪失を想定し，また，

計測機器の故障（計装導圧配管及び

温度計ガイド管（以下「計装配管」

という。）が損傷した場合を含

む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報は，パラメータの重要性や計

測に当たっての優先順位の明確化の

観点から，以下のとおり分類する。

◇1  

再処理施設の状態を監視するパラ

メータのうち，重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラ

メータ及び当該パラメータを推定す

るために有効な情報は，「添付書類

八 5.重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力」のうち，以下の作

業手順に用いるパラメータ及び「添

付書類八 7. 重大事故等に対する

対策の有効性評価」において監視を

行うパラメータから抽出する（以下

「抽出パラメータ」という。）。◇1  

・1.1 臨界事故の拡大を防止するため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設の状態を直接監視す

ることはできないが，電源設備の受電状

態，重大事故等対処設備の運転状態及び

その他の設備の運転状態により発電用原

子炉施設の状態を補助的に監視するパラ

メータを補助パラメータとし，その補助

パラメータのうち重大事故等対処設備を

活用する手順の着手の判断基準として使

用するＭ／Ｃ ２Ｃ電圧，Ｍ／Ｃ ２Ｄ電

圧，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧，Ｐ／Ｃ ２Ｃ

電圧，Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧，緊急用Ｍ／Ｃ

電圧，緊急用Ｐ／Ｃ電圧，直流 125V 系

主母線盤２Ａ電圧，直流 125V 系主母線

盤２Ｂ電圧，直流 125V 主母線盤ＨＰＣ

Ｓ電圧，直流±24V 中性子モニタ用分電

盤２Ａ電圧，直流±24V 中性子モニタ用

分電盤２Ｂ電圧，緊急用直流 125V 主母

線盤電圧，非常用窒素供給系供給圧力，

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力，

非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力，非

常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ

圧力を計測する装置は，重大事故等対処

設備としての設計を行う。 

 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度の計測 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納

容器内酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器内

雰囲気ガスサンプリング装置（圧縮機吐

出圧力 0.73MPa 以上，圧縮機容量

5.25L/min 以上，冷却器容量 35.7kJ/h

以上，窒素ボンベ個数 4以上，空調機容

量 kW以上）により原子炉格納容器

内の雰囲気ガスを原子炉建屋原子炉棟内

へ導き，検出器で測定することで，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を

中央制御室より監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該設備は発電炉特有

の設備であるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針につい

て記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転

状態又は再処理施設の状態を補助的に監視する補助パラメータの方針は同様で

あるが，再処理施設では個別パラメータの記載は基本設計方針に記載せず，添

付書類の説明書で示す。 

・再処理施設は，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態又は再

処理施設の状態を補助的に監視する補助パラメータを運用上の判断として用い

るため，保安規定に定めて管理する対象として整理する。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した「等」は，事故対策の

総称としての記載であり，

基本設計方針において対象

の明確化を図った。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 
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主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を直接監視するパラメータを重

要監視パラメータとする。SA計①－8 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を換算等により推定，又は推測

するパラメータを重要代替監視パラメ

ータとする。SA 計①－9 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，重要監視パラメータとの相関

性の高さ，検出器の種類及び使用環境

条件を踏まえた確からしさを考慮し，

計測に当たっての優先順位を保安規定

に定めて，管理する。SA計①－10 

 

重要代替監視パラメータは，重要監

視パラメータと同一物理量のパラメー

タを計測する異なる計測点（以下「他

チャンネル」という。）がある場合

は，重要代替監視パラメータとしてい

ずれか１つの適切な他チャンネルを選

定し，計測する設計とする。また，重

要監視パラメータを換算等により推

定，又は推測可能なパラメータがある

場合は，重要代替監視パラメータとし

て計測する設計とする。SA 計①－11 

 

重大事故等が発生した場合は，重要

監視パラメータの計測に着手すること

で，再処理施設の状態を把握する手段

を有する設計とする。SA計①－12 

 

重要監視パラメータの計測が困難な

場合は，重要代替監視パラメータの計

測に着手することで，再処理施設の状

態を推定，又は推測可能な手段を有す

る設計とする。SA計①－13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を直接監視するパラメータを重

要監視パラメータとする。SA計①－8 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を換算等により推定，又は推測

するパラメータを重要代替監視パラメ

ータとする。SA 計①－9 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータの種類を第１表に示す。

□1  

 

重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，重要監視パラメータとの相関

性の高さ，検出器の種類及び使用環境

条件を踏まえた確からしさを考慮し，

計測に当たっての優先順位を定める。

SA 計①－10 

 

重要代替監視パラメータは，重要監

視パラメータと同一物理量のパラメー

タを計測する異なる計測点（以下「他

チャンネル」という。）がある場合

は，重要代替監視パラメータとしてい

ずれか１つの適切な他チャンネルを選

定し，計測する設計とする。また，重

要監視パラメータを換算等により推

定，又は推測可能なパラメータがある

場合は，重要代替監視パラメータとし

て計測する設計とする。SA 計①－11 

 

重大事故等が発生した場合は，重要

監視パラメータの計測に着手すること

で，再処理施設の状態を把握する手段

を有する設計とする。SA計①－12 

 

重要監視パラメータの計測が困難な

場合は，重要代替監視パラメータの計

測に着手することで，再処理施設の状

態を推定，又は推測可能な手段を有す

る設計とする。SA計①－13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の手順等 

・1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等 

・1.3 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための手順

等 

・1.4 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等 

・1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの手順等 

・1.6 放射性物質の漏えいに対処する

ための手順等 

・1.7 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための手順等 

・1.8 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等 

・1.9 電源の確保に関する手順等 

・1.10 事故時の計装に関する手順等 

   なお，以下の作業手順に用いるパ

ラメータについては，重大事故等の

発生防止対策，拡大防止対策を実施

するための手順ではないため，各々

の手順において整理する。◇1  

・1.11 制御室の居住性等に関する手順

等 

・1.12 監視測定等に関する手順等 

・1.13 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等 

・1.14 通信連絡に関する手順等 

   抽出パラメータのうち，重大事故

等の発生防止対策及び拡大防止対策

等を成功させるために把握すること

が必要なパラメータを主要パラメー

タとする。また，抽出パラメータの

うち，電源設備の受電状態，重大事

故等対処設備の運転状態又は再処理

施設の状態を補助的に監視するパラ

メータを補助パラメータとする。◇1  

主要パラメータのうち，再処理施

設の状態を直接監視するパラメータ

を重要監視パラメータとする。◇1  

主要パラメータのうち，再処理施

設の状態を換算等により推定，又は

推測するパラメータを重要代替監視

パラメータとする。◇1  

重要代替監視パラメータが複数あ

る場合は，重要監視パラメータとの

相関性の高さ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，計測に当たっての優先順位

を定める。◇1  

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場

合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータにより推定ができる設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（最高計測可能温

度等（設計基準最大値等））を明確にす

るとともに，パラメータの計測が困難と

なった場合又は計測範囲を超えた場合の

代替パラメータによる推定等，複数のパ

ラメータの中から確からしさを考慮した

優先順位を保安規定に定めて管理する。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P11)へ 

⑤(P24)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針につい

て記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに施設の状態を把握する手段を有する

設計とすること，推定手段を有する設計とすることの方針は同

様であるが，再処理施設では個別パラメータを記載すると煩雑

になるため,基本設計方針に記載せず，仕様表及び添付書類の

説明書で示す。 

【「等」の解説 】 

「換算等」については重要

代替監視パラメータとして

整理するパラメータの総称

(異なる計測点（他チャン

ネル）による測定，他パラ

メータからの換算による推

定，他パラメータの推移に

よる状況の推測)を示した

ものである。（以下同じ） 

⑥(P24)から 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「保安規定に定めて，管

理する」に修正。 
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重要代替監視パラメータは，重要

監視パラメータと同一物理量のパラ

メータを計測する異なる計測点(以

下「他チャンネル」という。)があ

る場合は，重要代替監視パラメータ

としていずれか１つの適切な他チャ

ンネルを選定し，計測する設計とす

る。また，重要監視パラメータを換

算等により推定，又は推測可能なパ

ラメータがある場合は，重要代替監

視パラメータとして計測する設計と

する。◇1  

重大事故等が発生した場合は，

「添付書類八 第 5－１表 重大事

故等対処における手順の概要（11／

15）」に示す対応手段等により，重

要監視パラメータの計測に着手する

ことで，再処理施設の状態を把握す

る手段を有する設計とする。◇1  

重要監視パラメータの計測が困難

となった場合は，「添付書類八 第

5－１表 重大事故等対処における

手順の概要（11／15）」に示す対応

手段等により，重要代替監視パラメ

ータの計測に着手することで，再処

理施設の状態を推定，又は推測可能

な手段を有する設計とする。◇1  

重要代替監視パラメータが複数あ

る場合は，重要監視パラメータとの

相関性の高さ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，計測に当たっての優先順位

を定める。◇1  

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータの計測範囲，重大事

故時におけるプロセスの変動範囲及

び重大事故等対処設備の個数を第

6.2.1－１表，重要代替監視パラメ

ータによる重要監視パラメータの推

定方法を第 6.2.1－２表，補助パラ

メータの対象を第 6.2.1－３表に示

す。◇1  

故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合にお

いて必要な情報として把握するパラ

メータは，「添付書類八 5.2 大

規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムへ

の対応における事項」の以下の項目

に関する手順書を整備するために必

要なパラメータとする。◇1  

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P61)へ 

⑦(P69)へ 

⑧(P65)へ 

⑧(P71)へ 

⑦(P58)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・大規模損壊発生時における大規模

な火災が発生した場合における消火

活動に関すること◇1  

・大規模損壊発生時における燃料貯

蔵プール等の水位を確保するための

対策及び使用済燃料の著しい損傷を

緩和するための対策に関すること◇1  

・大規模損壊発生時における放射性

物質及び放射線の放出を低減するた

めの対策に関すること◇1  

これらの活動は，「添付書類八 

第５－１表 重大事故等対処におけ

る手順の概要（2/15）」の臨界事故

の拡大を防止するための手順等から

「添付書類八 第５－１表 重大事

故等対処における手順の概要

（10/15）」の電源の確保に関する

手順等で示した重大事故等対策で整

備する手順書及び重大事故等対処設

備を活用することで当該活動を行う

ことから，パラメータの選定におい

てはこれを網羅したパラメータ選定

を行う設計とする。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを把握

する設備の設計方針 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備のうち，重要監視パラメータを計

測する設備を重要計器，重要代替監視

パラメータを計測する設備を重要代替

計器とし，重大事故等の発生要因に応

じて対処に有効な設備を使用する設計

とする。SA 計①－14 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処

理施設の状態を推定するための計測範

囲を有する設計とする。SA 計①－15 

 

重要監視パラメータは，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重大

事故等が発生した場合には，可搬型重

要計器を使用して計測する設計とす

る。また，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流動力電源の喪

失を伴わない重大事故等が発生した場

合には，可搬型重要計器又は常設重要

計器を使用して計測する設計とする。

重要監視パラメータを計測する可搬型

重要計器は重大事故等対処設備として

設ける設計とする。重要監視パラメー

タを計測する常設重要計器は，第２章 

個別項目のうち「2.2.2.1 代替可溶性

中性子吸収材緊急供給系，2.2.2.2 重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系，

2.4.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系，4.2.2 代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，4.2.3 重大事故時

可溶性中性子吸収材供給回路，5.1.2.2 

廃ガス貯留設備，7.2.2.2 臨界事故時

水素掃気系」及び「2.4.2.2 重大事故

時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，

4.2.4 重大事故時供給停止回路，

5.1.2.2 廃ガス貯留設備」の常設計器

を重大事故等対処設備として位置付け

るとともに，設置する設計とする。SA

計①－16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータを計測する設備のう

ち，重要監視パラメータを計測する設

備を重要計器，重要代替監視パラメー

タを計測する設備を重要代替計器と

し，重大事故等の発生要因に応じて対

処に有効な設備を使用する設計とす

る。SA 計①－14 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処

理施設の状態を推定するための計測範

囲を有する設計とする。SA 計①－15 

 

重要監視パラメータは，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重大

事故等が発生した場合には，可搬型重

要計器を使用して計測する設計とす

る。また，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流動力電源の喪

失を伴わない重大事故等が発生した場

合には，可搬型重要計器又は常設重要

計器を使用して計測する設計とする。

重要監視パラメータを計測する可搬型

重要計器は重大事故等対処設備として

配備する。重要監視パラメータを計測

する常設重要計器は，第５表のうち

「1.1 臨界事故の拡大を防止するため

の手順等」及び「1.4 有機溶媒等によ

る火災又は爆発に対処するための手順

等」の常設計器を重大事故等対処設備

として位置付けるとともに，設置す

る。SA 計①－16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の設計方針 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計

測できる設備として，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備を設け

る設計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の分類として，重要監視パ

ラメータを計測する計器を重要計

器，重要代替監視パラメータを計測

する計器を重要代替計器とする。重

要計器は常設重要計器及び可搬型重

要計器，重要代替計器は常設重要代

替計器及び可搬型重要代替計器とす

る。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータは，重

要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを計測する常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器を用い

て計測できる設計とする。◇1  

常設重要計器，常設重要代替計

器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，再処理施設の状態を推

定するための計測範囲を有する設計

とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な計器を使用す

る設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場

合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータにより推定ができる設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ）を設け，想定される重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。また，計測

結果は中央制御室に表示し，記録及び保

存できる設計とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P8)から 

⑨(P22)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な設備を使

用することについて記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に施設の状態を推定する

ための計測範囲を有する

設計とする方針は同様で

あるが，再処理施設では

個別パラメータを記載す

ると煩雑になるため,基

本設計方針に記載せず，

仕様表及び添付書類の説

明書で示す。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可

の記載を踏襲し，重大事故

等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用して計

測する設計方針について記

載した。 

⑤(P24)から 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.1 臨界事故の拡大を防止

するための手順等」及び「1.4 

有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等」につ

いては，事業変更許可申請書の

表記のため，基本設計方針の記

載とした。 

【許可からの変更点】 

記載統一のため「重大事

故等に対処するために監

視することが必要なパラ

メータを把握する」に修

正。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータは，外的事

象による安全機能の喪失を要因として

重大事故等が発生した場合には，可搬

型重要代替計器を使用して計測する設

計とする。また，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合には，常設重要代替計器を使

用して計測する設計とする。重要代替

監視パラメータを計測する可搬型重要

代替計器は，重大事故等対処設備とし

て設ける設計とする。重要代替監視パ

ラメータを計測する常設重要代替計器

は，第２章 個別項目のうち「2.2.2.1 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，

2.2.2.2 重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系，2.4.2.1 重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系，4.2.2 代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路，4.2.3 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備，7.2.2.2 

臨界事故時水素掃気系」及び「2.4.2.2 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備，4.2.4 重大事故時供給停止回

路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備」の常設

計器を重大事故等対処設備として位置

付け，重要監視パラメータを計測する

ために設置する設計とする。SA 計①－

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータは，外的事

象による安全機能の喪失を要因として

重大事故等が発生した場合には，可搬

型重要代替計器を使用して計測する設

計とする。また，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合には，常設重要代替計器を使

用して計測する設計とする。重要代替

監視パラメータを計測する可搬型重要

代替計器は，重大事故等対処設備とし

て配備する。重要代替監視パラメータ

を計測する常設重要代替計器は，第５

表のうち「1.1 臨界事故の拡大を防止

するための手順等」及び「1.4 有機溶

媒等による火災又は爆発に対処するた

めの手順等」の常設計器を重大事故等

対処設備として位置付けるとともに，

設置する。主要パラメータの計測概要

図を第 194 図から第 196 図に示す。SA

計①－17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な

設備を使用して計測す

る設計方針について記

載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位置付

け，重要監視パラメータを計測す

るために設置する設計とする。」

に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.1 臨界事故の拡大を防止するた

めの手順等」及び「1.4 有機溶媒等

による火災又は爆発に対処するため

の手順等」については，事業変更許

可申請書の表記のため，基本設計方

針の記載とした。 
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4.2.1.2.1 重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを把

握する設備の詳細設計方針 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，計測方式に応じて設計基準対

象の施設である計測制御設備の計装配

管に接続して計測する設計とする。SA

計①－18 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備のうち常設重要計器及び常設重要

代替計器の電源は，電気設備の一部で

ある受電開閉設備等から給電する設計

とする。SA 計①－19 

 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備のうち可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器の電源は，重大事故等が

発生した場合において，乾電池，充電

池,計測制御装置の情報把握計装設備可

搬型発電機，代替電源設備の前処理建

屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機又はから給電す

る設計とする。前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型重要計器及び可搬型重

要代替計器には，各建屋の可搬型発電

機から計測制御装置の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置を

介して給電する設計とする。SA 計①－
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可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，計測方式に応じて設計基準対

象の施設である計測制御設備の計装配

管に接続して計測する設計とする。SA

計①－18 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器の電源は，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ） 重大事故等対処

設備」の一部である受電開閉設備等か

ら給電する設計とする。SA 計①－19 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備可搬型発

電機，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替

電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機から給電する

設計とする。前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型重要計器及び可搬型重要代

替計器には，各建屋の可搬型発電機か

ら「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制御装置」

の前処理建屋可搬型情報収集装置，分

離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋

可搬型情報収集装置，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置を介して給電する設計

とする。SA 計①－20, SA 計①－25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器の電源は，重大

事故等が発生した場合において，乾

電池，充電池又は「6.2.5.4.1(１)

ⅲ) 情報把握計装設備」の情報把握

計装設備可搬型発電機，「9.2.2.4 

代替電源設備」の前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可

搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から「6.2.5.4.1(１)ⅲ) 情報把

握計装設備」，「6.2.5.4.2(１)ⅲ) 

情報把握計装設備」又は可搬型計測

ユニットを介して給電することによ

り，計測可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 電源喪失時の計測 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

また，代替電源設備が喪失し計測に必

要な計器電源が喪失した場合，特に重要

なパラメータとして，炉心損傷防止対策

及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態

を把握するためのパラメータを計測する

装置については，温度，圧力，水位及び

流量に係るものについて，乾電池を電源

とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位

及び流量（注水量）計測用）（個数 20

（予備 20））及び可搬型計測器（原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧

力，水位及び流量（注水量）計測用）

（個数 19（予備 19））により計測でき

る設計とし，これらを保管する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－25（P22

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

計装配管に接続して計

測する設計方針につい

て記載した。 

【「等」の解説 】 

「受電開閉設備等」の指

す内容は，添付書類で示

すため当該箇所では許可

の記載を用いた。（以下

同じ） 

【許可からの変更点】 

「使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機」に

ついては「4.2.1.2.2 使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の主要パ

ラメータを計測する設備の詳

細設計方針」に記載する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大事

故等の発生要因に応じて対処に有

効な電源設備を使用する設計方針

は同様であるが，再処理施設の重

大事故対策手段に応じた電源を使

用するため，設備構成が異なる。 
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パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系，

一般圧縮空気系，可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器に附属の計測用ボ

ンベ並びに可搬型空気圧縮機から空気

を供給する設計とする。SA 計①－21 

 

 

 

 

 

可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。SA 計⑤－1 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬

型重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等に同

時に対処することを考慮し，対処に必

要となる計測範囲及び個数を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。

SA 計⑤－2, SA 計⑥－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。SA 計①－26  

 

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，「リ．(１)(ⅱ)圧縮空気設備」の

安全圧縮空気系，一般圧縮空気系及び

可搬型空気圧縮機から空気を供給する

設計とする。SA 計①－21, SA 計①－27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち圧縮空気を必要とす

る可搬型重要計器及び可搬型重要代

替計器は，可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器に附属の計測用ボン

ベから必要な空気を供給又は代替圧

縮空気系から圧縮空気の供給を受け

ることにより，計測可能な設計とす

る。◇1  

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。◇1  

 

常設重要計器，常設重要代替計

器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，重大事故等における条

件において，その機能を確実に発揮

できる設計とする。◇1  

 

   計装設備の主要機器仕様を第

6.2.1－４表に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－26（P22

へ） 

 

 

 

 

 

SA 計①－27（P22

へ） 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－1（P6 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－2（P6 か

ら） 

SA 計⑥－1（P6 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

パラメータの計測に必

要な圧縮空気の供給に

ついて記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

【許可からの変更点】 

「可搬型計測ユニット用空気圧縮

機」については「4.2.1.2.2 使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の主要パラメー

タを計測する設備の詳細設計方針」

に記載する。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載した圧縮

空気は，圧縮空気設備に分類した設

備を記載したものであり，基本設計

方針では代替に整理する圧縮空気源

を記載する。 
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放射線管理施設 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉格納容器内の

放射線量率，最終ヒートシンクの確保及

び使用済燃料プールの監視に必要なパラ

メータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 放射線管理

施設の主要設備リスト」のプロセスモニ

タリング設備に示す重大事故等対処設

備，エリアモニタリング設備のうち使用

済燃料プールエリア放射線モニタ（低レ

ンジ），使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ）とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉格納容

器の線量当量率等のパラメータの計測が

困難となった場合に，代替パラメータに

より推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・SA 計①－1（P4） 

・SA 計①－2（P4） 

・SA 計①－10（P8） 

・SA 計①－11（P8） 

・SA 計①－12（P8） 

・SA 計①－13（P8） 

・SA計①－15（P11） 

・SA計①－22（P21） 

・SA計①－35（P28） 

・SA計①－36（P28） 
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また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

原子炉格納容器内の放射線量率等想定

される重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータは，計測又は監視できる設計と

する。また，計測結果は中央制御室に指

示又は表示し，記録できる設計とする。 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・SA 計①－10（P8） 

・SA 計①－11（P8） 

・SA 計①－12（P8） 

・SA 計①－13（P8） 

・SA計①－19（P13） 

・SA計①－20（P13） 

・SA計①－25（P22） 

・SA計①－26（P22） 

・SA計①－38（P58） 

・SA計①－45（P61） 

・SA計⑥－11（P65） 

・SA計①－53（P69） 

・SA計⑥－17（P71） 
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1.1.1 プロセスモニタリング設備 

 

格納容器圧力逃がし装置の排出経路に

おける放射線量率を測定し，放射性物質

濃度を推定できるよう，フィルタ装置出

口配管にフィルタ装置出口放射線モニタ

（低レンジ），フィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ）を設ける設計とす

る。 

 

フィルタ装置出口放射線モニタ（低レ

ンジ），フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ）は，常設代替直流電源設備

又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プールエリア

放射線モニタ（低レンジ）及び使用済燃

料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ）を設け，想定される重大事故等によ

り変動する可能性のある範囲にわたり測

定可能な設計とする。また，計測結果は

中央制御室に表示し，記録及び保存でき

る設計とする。 

 
 
使用済燃料プールエリア放射線モニタ

（低レンジ）及び使用済燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レンジ）は，常設代

替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・SA 計①－10（P8） 

・SA 計①－11（P8） 

・SA 計①－12（P8） 

・SA 計①－13（P8） 

・SA計①－15（P11） 

・SA計①－19（P13） 

・SA計①－20（P13） 

・SA計①－25（P22） 

・SA計①－26（P22） 

・SA計①－38（P58） 

・SA計①－53（P69） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該設備は発電炉特

有の設備であるた

め。 
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計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，異なる物理量の計測

又は計測方式により換算表を用いて推

定することで，重要監視パラメータに

対して可能な限り多様性を有する設計

とする。SA 計④－1 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，重要監視パラメータ

を計測する箇所と異なる箇所で計測す

ることにより，重要監視パラメータと

可能な限り位置的分散を図る設計とす

る。SA 計④－2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要計

器及び常設重要代替計器は，地震等に

より機能が損なわれる場合，必要に応

じて関連する工程を停止する等の手順

を保安規定に定めて，管理する。SA 計

④－3, SA 計⑦－2 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を設計基準対象の施設

の計測制御設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。ま

たは，設計基準対象の施設の計測制御

設備が設置される建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋及び制御建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋

内に保管する場合は設計基準対象の施

設の計測制御設備が設置される場所と

異なる場所に保管することで位置的分

散を図る設計とする。SA計④－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－1（P31 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－2（P31 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計④－3（P31 か

ら） 

SA 計⑦－2（P34 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－4（P32 か

ら） 

【「等」の解説 】 

「地震等」とは内的事象

を要因として発生した場

合に対処に用いる設備の

機能を損なう要因の例示

として示した記載である

ことから許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

【「等」の解説 】 

「関連する工程を停止す

る等」とは，機能が確保

できない場合に当該機能

を必要としない状態への

移行措置の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 
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計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。SA 計⑤－3 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，重大事故等の対処に必

要なパラメータを計測するために必要

な計測範囲を有する設計とする。ま

た，設計基準対象の施設の計測制御設

備が計測範囲を超過した場合は，可搬

型重要計器又は可搬型重要代替計器に

て必要なパラメータを計測する設計と

する。SA計⑥－2 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，重大事故等の対処

に必要なパラメータを計測するために

必要な計測範囲を有する設計とする。

保有数は，必要数を確保するととも

に，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを必要

数以上確保する設計とする。SA 計⑥－3 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装

設備の可搬型重要計器は，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設における重大

事故等対処に同時に対処することを考

慮した計測範囲及び個数を有すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。保有

数は，必要数を確保するとともに，予

備として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを必要数以上

確保する設計とする。SA計⑥－4 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる前処理建屋及び精製

建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。SA 計⑦－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－3（P33 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－2（P33 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－3（P33 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－4（P33 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑦－1（P34 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説 】 

「風（台風）等」とは建

屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋，制御建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA 計⑦－4 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計装設備の可搬型重要計器

及び可搬型重要代替計器は，地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。SA計⑦

－5 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管，被水防護及び被液防

護する設計とする。SA計⑦－6 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋，制御建屋及び外部保管エリア

の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損な

わない設計する。SA 計⑦－7 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所を選定することで

操作可能な設計とする。SA 計⑦－8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－4（P34 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－5（P35 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－6（P35 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－7（P36 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－8（P36 か

ら） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と情報把握計装設備又

はその他の重大事故等対処設備との接

続は，ネジ接続，コネクタ接続又はよ

り簡便な接続方式を用いる設計とす

る。SA 計⑧－1 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と計装配管は，容易か

つ確実に接続でき，かつ，複数の計装

配管と相互に使用することができるよ

う，口径に応じた簡便な接続方式を用

いる設計とする。SA 計⑧－2 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，再処理施設の運転中又

は停止中に模擬入力による性能確認及

び校正並びに外観の確認が可能な設計

とする。SA 計⑨－1 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，再処理施設の運転

中又は停止中に模擬入力による機能，

性能の確認及び校正並びに外観の確認

が可能な設計とする。SA計⑨－2 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備は「表 1 主要設備リスト」に示

す。SA 計①－22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 計測制御系

統施設の主要設備リスト」の「計測装

置」に示す重大事故等対処設備の他，フ

ィルタ装置水位（個数 2，計測範囲 180

～5500 mm），フィルタ装置圧力（個数

1，計測範囲 0～1 MPa），フィルタ装置

スクラビング水温度（個数 1，計測範囲

0～300 ℃），フィルタ装置入口水素濃

度（個数 2，計測範囲 0～100 ％），残

留熱除去系海水系系統流量（個数 2，計

測範囲 0～550 L/s），緊急用海水系流

量（残留熱除去系熱交換器）（個数 1，

計測範囲 0～800 m3/h），緊急用海水系

流量（残留熱除去系補機）（個数 1，計

測範囲 0～50 m3/h），常設高圧代替注

水系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），常設低圧代替注水系ポン

プ吐出圧力（個数 2，計測範囲 0～5 

MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

（個数 2，計測範囲 0～5 MPa），原子炉

隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個数 1，

計測範囲 0～10 MPa），高圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），残留熱除去系ポンプ吐出

圧力（個数 3，計測範囲 0～4 MPa），低

圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数

1，計測範囲 0～4 MPa），静的触媒式水

素再結合器動作監視装置（個数 4，計測

範囲 0～300 ℃）とする。 

 

 

 

 

 

SA 計⑧－1（P36 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑧－2（P36 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑨－1（P55 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑨－2（P55 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P5)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は別表対象のパラメータを要

目表に記載し，要目表対象外のパラ

メータを基本設計方針に記載してい

るが，再処理施設は基本設計方針対

象パラメータが無いため。 

【許可からの変更点】 

設工認の目次上，「表１ 

主要設備リスト」の中で仕

様表対象設備を示す必要が

あるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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4.2.1.2.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備の詳細設計方針 

 

第２章 個別項目のうち「1.2 重大事

故等対処設備」に用いる一部のパラメ

ータの監視及び可搬型重要計器の冷却

に必要な可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニット，

可搬型計測ユニット用空気圧縮機及び

けん引車を重大事故等対処設備として

設ける設計とする。SA計①－23 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ（個数 6）は，重大事故等が発生し

た場合において，赤外線機能により燃

料貯蔵プール等の状態を監視できる設

計とする。SA計①－24 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備のうち可搬型重要計器の電源は，

重大事故等が発生した場合において，

乾電池，充電池又は使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から

給電する設計とする。SA計①－25 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。SA 計①－26 

 

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から空気を供給する設計とする。SA 計

①－27 

可搬型計測ユニットは，パラメータ

の計測に必要な圧縮空気及び可搬型空

冷ユニットに必要な圧縮空気を供給す

る機能を有する設計とする。可搬型計

測ユニットにおいて必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

 

 

 

 

 

第５表のうち「1.5 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」に用いる

一部のパラメータの監視及び可搬型重

要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニ

ット，可搬型監視ユニット，可搬型空

冷ユニット，可搬型計測ユニット用空

気圧縮機及びけん引車を重大事故等対

処設備として配備する。可搬型計測ユ

ニット，可搬型監視ユニット，可搬型

空冷ユニット，可搬型計測ユニット用

空気圧縮機及びけん引車は，外部保管

エリアに保管し，対策時はけん引車に

より使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍

の屋外に設置し使用する。SA計①－23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測ユニットは，パラメータ

の計測に必要な圧縮空気及び可搬型空

冷ユニットに必要な圧縮空気を供給す

る機能を有する設計とする。可搬型計

測ユニットにおいて必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から供給する設計とする。SA計①－28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ）を設け，想定される重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。また，計測

結果は中央制御室に表示し，記録及び保

存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ（個数

1）は，想定される重大事故等時におい

て赤外線機能により使用済燃料プールの

状況が把握できる設計とする。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広

域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及

び使用済燃料プール監視カメラは，常設

代替直流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備から給電が可能な設計とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－25（P13 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－26（P14 か

ら） 

 

 

SA 計①－27（P14 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩(P24)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

設備構成について記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な電

源設備を使用する設計方

針は同様であるが，再処

理施設の重大事故対策手

段に応じた電源を使用す

るため，設備構成が異な

る。 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの計測に必要な圧

縮空気の供給について記

載した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，技術的能力

に係る審査基準を踏まえた設備の運

用説明として記載したため，基本設

計方針として適正化を図る。 

⑨(P11)へ 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備であり，基本

設計方針の中で仕様を示す必要があ

るため。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【「等」の解説 】 

「燃料貯蔵プール等」の

指す内容は，第 42条

（使用済燃料貯蔵槽の冷

却塔のための設備）の基

本設計方針「１．使用済

燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設」で示すため当該

箇所では許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための手順等」については，

事業変更許可申請書の表記のた

め，基本設計方針の記載とした。 
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から供給する設計とする。SA計①－28 

 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要

計器で計測する燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等空間線量率及び燃料貯蔵プー

ル等状態（監視カメラ）のパラメータ

をユニット内で監視可能な機能を有す

る設計とする。また，可搬型監視ユニ

ットには，計測制御装置の使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

を搭載可能な設計とする。SA計①－29 

 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測

ユニットから供給される圧縮空気を冷

却する機能を有する設計とする。冷却

した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器に供給することで，崩壊熱による

使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び

沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温

度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬

型重要計器の機能を損なわない設計と

する。SA計①－30 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニットに

必要な電源は，代替電源設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から供給する設計とする。SA 計

①－31 

 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及び電気設

備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機は，けん引車にて設

置場所までけん引可能な設計とすると

ともに，けん引車を重大事故等対処設

備として設ける設計とする。SA 計①－

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要

計器で計測する燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等空間線量率及び燃料貯蔵プー

ル等状態（監視カメラ）のパラメータ

をユニット内で監視可能な機能を有す

る設計とする。また，可搬型監視ユニ

ットには，「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設

計とする。SA計①－29 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測

ユニットから供給される圧縮空気を冷

却する機能を有する設計とする。冷却

した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器に供給することで，崩壊熱による

使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び

沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温

度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬

型重要計器の機能を損なわない設計と

する。SA計①－30 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニットに

必要な電源は，「リ．

(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替電源設備」の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機から供給する設計とす

る。SA 計①－31 

 

「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替電源

設備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車に

て設置場所までけん引可能な設計とす

る。□1  

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット及び可搬

型計測ユニット用空気圧縮機の系統構

成を第 197 図に示す。□1  

 

常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器は，重大事故等における条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計

とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラの耐環境

性向上のため，使用済燃料プール監視カ

メラ用空冷装置（個数 1，容量 L/min

以上）を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装

置は，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，使用済燃料プールの

監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－32（P50 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(P4)へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，可搬

型監視ユニットによる監

視機能に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，けん

引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするこ

とを記載した。 
②(P4)へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに耐

環境性向上のための設備を設け

る方針は同様であるが，再処理

施設の重大事故対策手段に応じ

た構成とするため，設備構成が

異なる。 

・再処理施設では，重大事故等

対処設備の個数の設計方針とし

て各 SA 設備条文に展開すること

と整理しているため，個数は P28

に記載する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に耐環境性向上のための

設備を設ける方針は同様

であるが，再処理施設の

重大事故対策手段に応じ

た電源を使用するため，

設備構成が異なる。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 
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重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 核燃料物質

の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リス

ト」の「使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置」に示す重大

事故等対処設備の他，使用済燃料プール

監視カメラ（個数 1）とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪(P28)へ 

⑤(P8)へ 

⑩(P22)へ 

⑥(P8)へ 

⑤(P11)へ 

29



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（25 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位

（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プ

ール等水温（サーミスタ）及び燃料貯

蔵プール等空間線量率（半導体検出器

（携行型））のパラメータを計測する

可搬型重要計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋にも保管することで

位置的分散を図る設計とする。使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場

合は設計基準対象の施設の計測制御設

備が設置される場所と異なる場所に保

管することで位置的分散を図る設計と

する。SA計④－5 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位

（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵

プール等水温（測温抵抗体），代替注

水設備流量，スプレイ設備流量，燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵

プール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，設

計基準対象の施設の計測制御設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図る

設計とする。SA 計④－6 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。SA

計⑤－4 

 

計装設備の可搬型重要計器は，重大

事故等の対処に必要なパラメータを計

測するために必要な計測範囲を有する

設計とする。保有数は，必要数を確保

するとともに，予備として故障時及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－5（P32 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－6（P32 か

ら） 

 

 

 

SA 計⑤－4（P33 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

【「等」の解説 】 

「固縛等」とは設備を固

定する手段の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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保守点検による待機除外時のバックア

ップを必要数以上確保する設計とす

る。SA 計⑥－5 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線

量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カ

メラ）及びスプレイ設備流量を計測す

る可搬型重要計器は，可搬型計測ユニ

ット，可搬型空冷ユニット及び可搬型

計測ユニット用空気圧縮機により冷却

した圧縮空気を供給することで使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，

湿度を考慮しても機能を損なわない設

計とする。SA計⑦－9 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器）

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所，第２保管

庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。SA計⑦

－10 

 

計装設備の可搬型重要計器（代替注

水設備流量，スプレイ設備流量，燃料

貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器）

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。

SA 計⑦－11 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計装設備の可搬型重要計器

は，地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計に基づく設計とす

ることでその機能を損なわない設計と

する。SA計⑦－12 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プー

ル等空間線量率のパラメータを計測す

る可搬型重要計器は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの保管，被水防護及び被液

防護する設計とする。SA計⑦－13 

 

計装設備の可搬型重要計器は，内部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－5（P33 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－9（P34 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－10（P34 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－11（P34 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－12（P35 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－13（P35 か

ら） 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した可搬型重要計器は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の環境温度，湿度からの

防護対象であり，現在の設

計に基づく対象と整合を図

るため，記載する。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリ

アの内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損

なわない設計する。SA計⑦－14 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引

車は，積雪及び火山の影響に対して，

積雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰する手順を保安規定に

定めて，管理する。SA計⑦－15 

 

 

計装設備の可搬型重要計器は，想定

される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所を選

定することで操作可能な設計とする。

SA 計⑦－16 

 

計装設備の可搬型重要計器と情報把

握計装設備又はその他の重大事故等対

処設備との接続は，ネジ接続，コネク

タ接続又はより簡便な接続方式を用い

る設計とする。SA計⑧－3 

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

及び燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等水温，代替注水設備流量，ス

プレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空

間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監

視カメラ）のパラメータを計測する可

搬型重要計器は，模擬入力による機

能，性能の確認及び校正並びに外観の

確認が可能な設計とする。SA計⑨－3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－14（P36 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－15（P36 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－16（P36 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑧－3（P36 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑨－3（P55 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備は「表 1 主要設備リスト」に示す

重大事故等対処設備の他，以下の設備

とする。SA 計①－35 

 

可搬型空冷ユニットＡの保有数は，

必要数として１台，予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台

の合計３台確保する設計とする。 

可搬型空冷ユニットＢの保有数は，

必要数として１台，予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台

の合計３台確保する設計とする。 

可搬型空冷ユニットＣの保有数は，

必要数として１台，予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台

の合計３台確保する設計とする。 

可搬型空冷ユニットＤの保有数は，

必要数として１台，予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台

の合計３台確保する設計とする。 

可搬型空冷ユニットＥの保有数は，

必要数として１台，予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台

の合計３台確保する設計とする。 

可搬型計測ユニットの保有数は，必

要数として１台，予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台の

合計３台確保する設計とする。 

可搬型監視ユニットの保有数は，必

要数として１台，予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台の

合計３台確保する設計とする。 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機の

保有数は，必要数として１台，予備と

して故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台の合計３台確保する設計と

する。 

けん引車の保有数は，必要数として

１台，予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台の合計３台確

保する設計とする。SA計①－36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 核燃料物質

の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リス

ト」の「使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置」に示す重大

事故等対処設備の他，使用済燃料プール

監視カメラ（個数 1）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－36（P40 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

⑪(P24)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに仕様表

対象設備は主要設備リストの中で

示す方針，基本設計方針対象設備

は基本設計方針の中で仕様を示す

方針は同様であるが，再処理施設

では，重大事故等対処設備の個数

の設計方針として各 SA設備条文

に展開することと整理しているた

め，個数は本頁に記載する。 

【許可からの変更点】 

設工認の目次上，「表１ 

主要設備リスト」の中で仕

様表対象設備を示す必要が

あるため。 
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 (３) 再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において必要な情報を

把握し記録する設備の設計方針 

再処理施設は，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合において必要な情報

を把握し記録する設備を設ける設計

とする。SA 計②－1 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備及び再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において必要

な情報を把握し記録する設備は，共

通要因によって中央制御室と緊急時

対策所が同時に必要な情報を把握し

記録する機能が損なわれない設計と

する。SA計③－1 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても当

該事象に対処するために把握するこ

とが必要なパラメータを計測する設

計とする。◇1  

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策建屋

情報把握設備」のデータ収集装置，

データ表示装置，情報収集装置及び

情報表示装置を兼用する設計とす

る。◇1  

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合の必要な情報の把握及び

記録は，重大事故等に対処するため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計②－1（P38 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計③－1（P38 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

置する設計とする」に修

正。 
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に監視することが必要なパラメータ

を把握する設備,「6.2.5.4.1(１) 

計測制御装置」，「6.2.5.4.2(１) 

計測制御装置」の監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設

備，「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策

建屋情報把握設備」のデータ収集装

置，データ表示装置，情報収集装置

及び情報表示装置が有する監視及び

記録機能を使用することで，再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合においても必要な情報として把握

するパラメータの把握及び記録が中

央制御室及び緊急時対策所において

可能な設計とする。◇1  

中央制御室及び緊急時対策所へ伝

送するパラメータは，第 6.2.1－１

表に示す。◇1  
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計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を設計基準対象の施設

の計測制御設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。または，設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及

び制御建屋にも保管することで位置的

分散を図る。前処理建屋，分離建屋，

(４)  重大事故等対処施設に関する設

計方針 

ａ．多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 

(１)ａ．多様性，位置的分散」に示

す。 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，異なる物理量

の計測又は計測方式により換算表等

を用いて推定することで，重要監視

パラメータに対して可能な限り多様

性を有する設計とする。SA 計④－1 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，重要監視パラ

メータを計測する箇所と異なる箇所

で計測することにより，重要監視パ

ラメータと可能な限り位置的分散を

図る設計とする。SA 計④－2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。また，必要

に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。SA計④－3 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，設計基準対象の

施設の計測制御設備と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散

を図る。または，設計基準対象の施

設の計測制御設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するととも

に，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び制御建屋にも保管することで位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－1（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－2（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－3（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

 

【許可からの変更点】 

常設重要計器及び常設重要

代替計器が地震等により機

能が損なわれる場合の措置

について，設計方針を明確

にした。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した「換算表等」は，推定

手段の多段的な展開方針を

示したものであり，現在の

設計に基づく推定手段と整

合を図る。 
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精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋及び制御建屋内に保管する場合は設

計基準対象の施設の計測制御設備が設

置される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る。SA計④－4 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位

（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プ

ール等水温（サーミスタ）及び燃料貯

蔵プール等空間線量率（半導体検出器

（携行型））のパラメータを計測する

可搬型重要計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋にも保管することで

位置的分散を図る。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。SA 計④－5 

 

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位

（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵

プール等水温（測温抵抗体），代替注

水設備流量，スプレイ設備流量，燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵

プール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，設

計基準対象の施設の計測制御設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図

る。SA 計④－6 

 

置的分散を図る。前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び制御建屋内に保管

する場合は設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散

を図る。◇1  

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位

（超音波式，メジャー），燃料貯蔵

プール等水温（サーミスタ）及び燃

料貯蔵プール等空間線量率（半導体

検出器（携行型））のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，設計基

準対象の施設の計測制御設備と共通

要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，設計基

準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで位置的

分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1  

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニ

ット，可搬型計測ユニット用空気圧

縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等

水位（電波式，エアパージ式），燃

料貯蔵プール等水温（測温抵抗

体），代替注水設備流量，スプレイ

設備流量，燃料貯蔵プール等空間線

量率（半導体検出器（パラメータ伝

送型）），燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）のパラメータを計測

する可搬型重要計器は，設計基準対

象の施設の計測制御設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリ

アに分散して保管することで位置的

分散を図る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－4（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－5（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－6（P25 へ） 
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計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。SA 計⑤－3 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。SA

計⑤－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18 

(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

   計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同様に重

大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。◇1  

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻

により飛来物とならないよう必要に

応じて固縛等の措置をとることで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

 ｃ．個数・容量 

   基本方針については，「1.7.18 

(２)個数及び容量」に示す。 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器の一部は，重大事故等の

対処に必要なパラメータを計測する

ために必要な計測範囲を有する設計

とする。また，設計基準対象の施設

の計測制御設備が計測範囲を超過し

た場合は，可搬型重要計器又は可搬

型重要代替計器にて必要なパラメー

タを計測する設計とする。SA計⑥－

2 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，重大事故等の対

処に必要なパラメータを計測するた

めに必要な計測範囲を有する設計と

する。保有数は，必要数を確保する

とともに，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックア

ップを必要数以上確保する。SA 計⑥

－3,SA 計⑥－5 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装

設備の可搬型重要計器は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮した計測範囲及び個数を有

することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。保有数は，必要数を確保す

るとともに，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバック

アップを必要数以上確保する。 

SA 計⑥－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－3（P19 へ） 

 

 

 

 

SA 計⑤－4（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－2（P19 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－3（P19 へ） 

SA 計⑥－5（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－4（P19 へ） 

【許可からの変更点】 

対象設備について明確化

した。 
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計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる前処理建屋及び精製

建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。SA 計⑦－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線

量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視

カメラ）を計測する可搬型重要計器

は，可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット及び可

搬型計測ユニット用空気圧縮機により

冷却した圧縮空気を供給することで使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温

度，湿度を考慮しても機能を損なわな

い設計とする。SA計⑦－9 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率，代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）及び可搬型重要代替計器

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制

御建屋，第１保管庫・貯水所，第２保

管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

SA 計⑦－4, SA 計⑦－10, SA 計⑦－11 

 

 ｄ．環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18 

(３)ａ．環境条件」に示す。 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋及び

精製建屋に設置し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。また，必要

に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。SA計⑦－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液

防護する設計とする。◇1  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋

及び精製建屋に保管し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温及び燃料貯蔵

プール等空間線量率のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－1（P19 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－2（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－9（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－4（P20 へ） 

SA 計⑦－10（P26

へ） 

SA 計⑦－11（P26

へ） 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

 

【許可からの変更点】 

常設重要計器及び常設重要

代替計器が地震等により機

能が損なわれる場合の措置

について，設計方針を明確

にする。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した設備は，冷却した圧縮

空気の供給に係る基本構成

であり，現在の設計に基づ

く構成と整合を図る。 
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計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器を

含む。）及び可搬型重要代替計器は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。

□1   

 

 

 

 

 

 

計装設備の代替注水設備流量，スプ

レイ設備流量及び燃料貯蔵プール等

状態（監視カメラ）のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線

量率及び燃料貯蔵プール等状態（監

視カメラ）を計測する可搬型重要計

器は，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニット

及び可搬型計測ユニット用空気圧縮

機により冷却した圧縮空気を供給す

ることで使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の環境温度，湿度を考慮しても

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計装設備の可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器は，

「1.7.18(５)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。SA 計⑦－

5,SA 計⑦－12 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管，被水防護及び

被液防護する設計とする。SA計⑦－

6 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プ

ール等空間線量率のパラメータを計

測する可搬型重要計器は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影

響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。SA

計⑦－13 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－5（P20 へ） 

SA 計⑦－12（P26

へ） 

 

 

 

 

SA 計⑦－6（P20 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－13（P26

へ） 
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可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引

車は，積雪及び火山の影響に対して，

積雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰及び屋内へ配備する手

順を整備する。SA計⑦－15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，再処理施設の運転中又

は停止中に，模擬入力による機能，性

能の確認及び校正並びに外観の確認が

可能な設計とする。□1  

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，代替注水設備流量，スプレイ設備

リアの内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計する。SA計⑦－

7, SA 計⑦－14 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬

型計測ユニット用空気圧縮機及びけ

ん引車は，積雪及び火山の影響に対

して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による

積載荷重）に対しては除灰及び屋内

へ配備する手順を整備する。◇1  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所を選定す

ることで操作可能な設計とする。SA

計⑦－8, SA 計⑦－16 

 ｅ．操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18 

(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と「6.2.5.4.1(１) 

i) 情報把握計装設備」，

「6.2.5.4.2(１) i) 情報把握計装

設備」又はその他の重大事故等対処

設備との接続は，ネジ接続，コネク

タ接続又はより簡便な接続方式を用

いる設計とする。SA 計⑧－1,SA 計

⑧－3 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と計装配管は，容易

かつ確実に接続でき，かつ，複数の

計装配管と相互に使用することがで

きるよう，口径並びに内部流体の圧

力及び温度に応じた簡便な接続方式

を用いる設計とする。SA計⑧－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－7（P20 へ） 

SA 計⑦－14（P27

へ） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－15（P27

へ） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－8（P20 へ） 

SA 計⑦－16（P27

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑧－1（P21 へ） 

SA 計⑧－3（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑧－2（P21 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書では，

冷却水，掃気用圧縮空気の

供給に兼用する計装配管へ

の考慮事項としての記載の

め，操作性に対する設計方

針として整合を図る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した火山の影響に対する設

計方針は，重大事故等対処

設備としての共通基本方針

であり，個別設備における

設計方針と整合を図る。 
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流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。），可搬型重要代替計器及

び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機は，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並

びに外観の確認が可能な設計とする。

□1  
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4.2.1.3 再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把握

し記録する設備の設計方針 

再処理施設は，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において，中央

制御室及び緊急時対策所で必要な情報

を把握するために，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備及び再処理施設

への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合におい

て必要な情報を把握し記録する設備を

設置する設計とする。SA計②－1 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，共通要因によっ

て中央制御室と緊急時対策所が同時に

必要な情報を把握し記録する機能が損

なわれない設計とする。SA 計③－1 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても，当

該事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータとして計測する設

計とする。SA計②－2 

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要なパラメータを把

握し記録する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器を使用する

とともに，計測制御装置の情報把握計

装設備，監視制御盤，安全系監視制御

盤及び緊急時対策建屋情報把握設備の

情報収集装置，情報表示装置，データ

収集装置，データ表示装置を再処理施

設への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合にお

いて必要な情報を把握し記録する設備

として兼用する設計とする。SA 計②－3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても，当

該事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータとして計測する設

計とする。SA計②－2 

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要なパラメータを把

握し記録する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器を使用する

とともに，「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤，安全系監視制御盤及び「リ．

(４)(ⅸ)(ａ) 緊急時対策建屋情報把握

設備」の情報収集装置，情報表示装

置，データ収集装置，データ表示装置

を再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要な情報を把握し記

録する設備として兼用する設計とす

る。SA 計②－3 

常設重要計器，常設重要代替計器，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計②－1（P29 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計③－1（P29 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，再処

理施設への故意による大

型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場

合において必要な情報を

把握できる設備に関する

設計方針について記載し

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可の

記載を踏襲し，再処理施設へ

の故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生

した場合において必要な情報

を把握できる設備が共通要因

によって中央制御室と緊急時

対策所が同時に機能が損なわ

れない設計方針について記載

した。 
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常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器により計測したパラメータは，計測

制御装置の情報把握計装設備，監視制

御盤，安全系監視制御盤及び緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置，

情報表示装置，データ収集装置，デー

タ表示装置に伝送し，中央制御室及び

緊急時対策所において必要な情報を共

有することにより，共通要因によって

中央制御室と緊急時対策所が同時に必

要な情報を把握する機能が損なわれな

い設計とする。SA計③－2 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器により計測したパラメータは，

「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制御装置」の

情報把握計装設備，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び「リ．(４)(ⅸ)(ａ) 

緊急時対策建屋情報把握設備」の情報

収集装置，情報表示装置，データ収集

装置，データ表示装置に伝送し，中央

制御室及び緊急時対策所において必要

な情報を共有することにより，共通要

因によって中央制御室と緊急時対策所

が同時に必要な情報を把握する機能が

損なわれない設計とする。SA計③－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，再処

理施設への故意による大

型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場

合において必要な情報を

把握できる設備が共通要

因によって中央制御室と

緊急時対策所が同時に機

能が損なわれない設計方

針について記載した。 
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(イ) 主要な設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

 常設重要計器          

１ 式 

 常設重要代替計器        

１ 式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型重要計器         

１ 式 

 可搬型重要代替計器       

１ 式 

可搬型空冷ユニットＡ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＢ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＣ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＤ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＥ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型計測ユニット       ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型監視ユニット       ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

けん引車            ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

SA 計①－36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.3 主要設備及び仕様 

  計装設備の主要設備の仕様を第

6.2.1－４表に示す。◇1  

 

6.2.1.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

再処理施設には，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータ及び当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握する

ために，重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を把握する設備を重大事故等対処設

備として設置又は配備する。また，

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち，設計基準対象の施設

と兼用する設備は，重大事故等対処

設備として位置付ける。◇1  

 

再処理施設には，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合においても必要な情

報を把握し記録する設備を設置又は

配備する。◇1  

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，臨界事故の拡大を防止す

るために必要な計装設備，冷却機能

の喪失による蒸発乾固に対処するた

めに必要な計装設備，放射線分解に

より発生する水素による爆発に対処

するために必要な計装設備，有機溶

媒等による火災又は爆発に対処する

ために必要な計装設備，使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のために必要な計装

設備，工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するために必要な計装設

備及び重大事故等への対処に必要と

なる水の供給に必要な計装設備で構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－36（P28

へ） 
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成する。また，各々の計装設備は，

常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器，可搬型重要代替計

器により構成する。◇1  

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合においても必要な情報を把

握し記録する設備は，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１)  計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２) e.  緊急時対策

建屋情報把握設備」のデータ収集装

置，データ表示装置，情報収集装置

及び情報表示装置で構成する。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，重大事故等の発生要因に

応じて，常設重要計器，可搬型重要

計器，常設重要代替計器又は可搬型

重要代替計器を用いて計測する。ま

た，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，計測方式に応じて設計

基準対象の施設である計測制御設備

の計装配管に接続して計測する。◇1  

常設重要計器は，内的事象による安

全機能の喪失を要因とし，全交流動

力電源の喪失を伴わない重大事故等

が発生した場合において，重要監視

パラメータを計測する。◇1  

常設重要代替計器は，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とし，全交

流動力電源の喪失を伴わない重大事

故等が発生した場合において，重要

代替監視パラメータを計測する。◇1  

可搬型重要計器は，外的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合において，重要

監視パラメータを計測する。また，

可搬型重要計器は，内的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合においても，重

要監視パラメータを計測する。◇1  

可搬型重要代替計器は，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合において，

重要代替監視パラメータを計測す

る。また，可搬型重要代替計器は，
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内的事象による安全機能の喪失を要

因として重大事故等が発生した場合

においても，重要代替監視パラメー

タを計測する。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器は，「9.2.2 重大事

故等対処施設」の一部である受電開

閉設備等から受電することにより，

重大事故等が発生した場合において

も計測可能である。◇1  

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，充電

池，乾電池，又は「6.2.5.4.1(１) 

計測制御装置」の情報把握計装設備

可搬型発電機，「9.2.2.4 代替電

源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型発電機，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から給電する設計とする。前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器には，

各建屋の可搬型発電機から

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装置」

の前処理建屋可搬型情報収集装置，

分離建屋可搬型情報収集装置，精製

建屋可搬型情報収集装置，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置を介して

給電する設計とする。使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器に

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機から可搬型計測

ユニットを介して電源を給電するこ

とにより，重大事故等が発生した場

合においても計測可能である。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち圧縮空気を必要とする

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，可搬型重要計器及び可搬型
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重要代替計器に附属の計測用ボンベ

から必要な空気を供給又は

「9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」

の可搬型空気圧縮機又は可搬型計測

ユニット用空気圧縮機から必要な圧

縮空気の供給を受けることにより，

重大事故等が発生した場合において

も計測可能である。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，再処理施設への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても当該

事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータを計測する。◇1  

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合においても必要な情報を把

握し記録する設備は，外的事象及び

内的事象による安全機能の喪失を要

因とした場合に用いる重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１)  計測制御

装置」の可搬型情報収集装置，情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建

屋間伝送用無線装置を用いて中央制

御室へ重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを

把握する設備で計測したパラメータ

を伝送することにより，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤，可搬型情報収集装置及び可搬

型情報表示装置で監視及び記録でき

る。また，監視制御盤及び情報把握

計装設備から緊急時対策所へ重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備

で計測したパラメータを伝送するこ

とにより，「9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」のデータ

収集装置，データ表示装置，情報収

集装置及び情報表示装置で監視及び

記録できる。◇1  

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，中央制御室
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及び緊急時対策所へ必要なパラメー

タを伝送し，かつ，監視及び記録す

ることから，共通要因によって中央

制御室と緊急時対策所において，同

時に必要な情報を把握する機能が損

なわれなるおそれは無い。◇1  

中央制御室及び緊急時対策所へ伝

送するパラメータは，第 6.2.1－１

表に示す。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，工場等外への放射

性物質等の放出を抑制するために必

要な計装設備及び重大事故等への対

処に必要となる水の供給に必要な計

装設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する工

場等外への放射性物質等の放出を抑

制するために必要な計装設備及び重

大事故等への対処に必要となる水の

供給に必要な計装設備は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮し，対処に必要となる計測

範囲及び個数を確保するため，重大

事故時の対処に影響を及ぼすことは

ない。◇1  

 (２) 主要設備 

 ａ．重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，外的事象による安全機

能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合において，計器の故障

又は計測に必要な計器電源の喪失を

想定し，重要監視パラメータを可搬

型重要計器により計測する。また，

重要監視パラメータを計測する可搬

型重要計器の故障（計装配管が損傷

した場合を含む。）により，計測す

ることが困難となった場合は，重要

代替監視パラメータを可搬型重要代

替計器により計測する。◇1  

内的事象による安全機能の喪失を

要因とし全交流動力電源喪失及び直

流電源喪失により計器の電源が喪失

した場合は，外的事象による安全機

能の喪失を要因として重大事故等が
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発生した場合の設備を用いることに

より，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測が可能で

ある。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし全交流動力電源

の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメ

ータを常設重要計器にて計測する。

設計基準対象の施設の計測制御設備

の計測範囲の超過により，重要監視

パラメータの計測が困難な場合は重

要監視パラメータを可搬型重要計器

にて計測する。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても当

該事象に対処するために把握するこ

とが必要なパラメータを計測する。

◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，常設重要計器及び

常設重要代替計器へ給電するための

設備として「9.2.2 重大事故等対

処施設」の一部である受電開閉設備

等を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，可搬型重要計器及

び可搬型重要代替計器へ給電するた

めの設備として情報把握計装設備可

搬型発電機，「9.2.2.4 代替電源

設備」の前処理建屋可搬型発電機，

分離建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬

型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1  

 

 (ａ) 臨界事故の拡大を防止するため

に必要な計装設備 

   臨界事故の拡大を防止するために

必要な計装設備の常設重要計器及び
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常設重要代替計器の一部は，常設重

大事故等対処設備として設置する。 

臨界事故の拡大を防止するために

必要な計装設備の可搬型重要計器

は，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇1  

臨界事故の拡大を防止するために

必要な計装設備の常設重要計器及び

常設重要代替計器の一部は，常設重

大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇1  

［常設重大事故等対処設備］ 

 常設重要計器 

 常設重要代替計器 

 安全圧縮空気系（9.3 圧縮空

気設備） 

 電気設備（9.2 電気設備） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型重要計器※１ 

※１：充電池及び乾電池を含む。

(ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するために必要な計装設備④ 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に

対処するために必要な計装設備の可

搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器は，可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。◇1  

主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※２ 

可搬型重要代替計器※２ 

 可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 

代替安全圧縮空気系） 

※２：計器に附属の計測用ボン

ベ，計装配管，充電池及び乾電池を

含む。 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使
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用する設備◇1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型重要計器※３

 可搬型重要代替計器※３ 

 可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 

代替安全圧縮空気系） 

※３：計器に附属の計測用ボンベ，計装

配管，充電池及び乾電池を含む。 

(ｃ) 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するために必要な

計装設備 

放射線分解により発生する水素に

よる爆発に対処するために必要な計

装設備の可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器は，可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇1  

放射線分解により発生する水素に

よる爆発に対処するために必要な計

装設備の可搬型重要計器のうち，可

搬型水素濃度計については，重大事

故時の環境条件における検出器への

影響及び系統構成を考慮し，冷却

器，吸着剤カラム，真空ポンプ，検

出器を搭載した可搬型計器として構

成する設計とする。◇1  

冷却器は，計測する気体を検出器

の使用温度範囲に冷却する装置であ

る。◇1  

吸着剤カラムは，計測する気体に

含まれる硝酸を吸着する装置であ

る。◇1  

真空ポンプは，水素爆発の発生を

仮定する機器から，計測する気体を

吸引し，検出器に導く装置である。 

水素濃度の計測のために吸引した

気体は，系外への漏えいが発生しな

いよう，計測後は貯槽及び濃縮缶に

気体を排気することで，汚染の拡大

を低減できる設計とする。◇1  

主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型重要計器※４ 

可搬型重要代替計器※４ 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 
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※４：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇1  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※５ 

可搬型重要代替計器※５ 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

※５：計装配管，充電池及び乾電池を含

む。 

 

 (ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するために必要な計装設備 

   有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するために必要な計装設備の常

設重要計器及び常設重要代替計器の

一部は，常設重大事故等対処設備と

して設置する。◇1  

   有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するために必要な計装設備の常

設重要計器及び常設重要代替計器の

一部は，常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇1  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇1  

   ［常設重大事故等対処設備］  

    常設重要計器 

常設重要代替計器 

安全圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

一般圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

電気設備（9.2 電気設備） 

 

 (ｅ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めに必要な計装設備 

   使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

に必要な計装設備の可搬型重要計器

を，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇1  

   使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

に必要な計装設備の可搬型重要計器

のうち，可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（エアパージ式），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），可搬型燃料貯蔵プール等状態
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監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計（線量率計）は，崩

壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の

温度上昇及び沸騰による使用済燃料

貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を

考慮し，これらの影響を受けない使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の近傍

において監視可能な設計とする。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の

近傍において監視するための設備と

して，可搬型計測ユニット用空気圧

縮機，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット及び「9.2 電気設

備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機を配備する。 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機

は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（エアパージ式）の計測に必要な圧

縮空気を供給するための設備であ

る。◇1  

可搬型計測ユニットは，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機及び「9.2 

電気設備」の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機から供

給された電気及び圧縮空気を，可搬

型監視ユニットに分配する機能を有

する設備である。◇1  

可搬型監視ユニットは，可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（エアパージ

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵

プール等状態監視カメラ，可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計（線量

率計）で計測した指示値の監視機能

を有する設備である。◇1  

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視

カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空

間線量率計（線量率計）は，計測方

式の特徴として検出器本体を使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置する

ことから，当該建屋内の温度，湿度

の影響から保護するため，当該検出

器に冷却空気を供給可能な設計とす

るとともに，冷却空気の製造，供給

機能を有する設備として可搬型空冷

ユニットを配備する。◇1  

可搬型空冷ユニットにて製造した

冷却空気は，当該ユニットから検出

器に供給する構成とする。◇1  

可搬型空冷ユニットの動作に必要

な電源及び冷却空気源の圧縮空気
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は，「9.2 電気設備」の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機から可搬型計測ユニットを介

して供給する設計とする。◇1  

可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット，可

搬型計測ユニット用空気圧縮機，及

び「9.2 電気設備」の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機は，けん引車にて設置場所まで

けん引可能な設計とするとともに，

けん引車を重大事故等対処設備とし

て配備する。SA 計①－32 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機

への燃料の補給は，「9.14 補機駆

動用燃料補給設備」の軽油貯蔵タン

クローリから燃料を補給可能な設計

とする。◇2  

けん引車への燃料の補給は，

「9.14 補機駆動用燃料補給設備」

の軽油貯槽から燃料を補給可能な設

計とする。◇2  

主要な設備は以下のとおりとする。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇1  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※６ 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

※６：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇1  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※７ 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①-32（P23 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 
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 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

※７：充電池及び乾電池を含む。

(ｆ) 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するために必要な計装設備 

工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するために必要な計装設備の

可搬型重要計器は，可搬型重大事故

等対処設備として配備する。◇1  

情報把握計装設備可搬型発電機へ

の燃料の補給は，「9.14 補機駆動

用燃料補給設備」の軽油貯蔵タンク

ローリから燃料を補給可能な設計と

する。◇2

主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型重要計器※８ 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備）◇1  

※８：計器に附属の計測用ボンベ，充電

池及び乾電池を含む。 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※９ 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮

機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

［代替電源設備］ 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機（9.2 電

気設備） 

※９：充電池及び乾電池を含む。
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｇ) 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給に必要な計装設備 

   重大事故等への対処に必要となる

水の供給に必要な計装設備の可搬型

重要計器は，可搬型重大事故等対処

設備として配備する。◇1  

   情報把握計装設備可搬型発電機へ

の燃料の補給は，「9.14 補機駆動

用燃料補給設備」の軽油貯蔵タンク

ローリから燃料を補給可能な設計と

する。◇2  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇1  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※10 

   ［代替電源設備］ 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備） 

※10：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※11 

［代替電源設備］ 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備）◇1  

※11：充電池及び乾電池を含む。 

 

   常設計器及び可搬型計器の機器配

置図を第 6.2.1－５図から第 6.2.1

－105 図に示す。◇1  

 

 ｂ．再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備◇1  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，ａ．重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備
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及び「6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握

計装設備」，「6.2.5.4.2(１) ⅲ) 

情報把握計装設備」を用いることに

より，中央制御室及び緊急時対策所

へ必要なパラメータへの伝送，監視

及び記録ができる。◇1  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，重大事故等

に対処するために監視することが必

要なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１)  計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１)  計測制御

装置」を用いることにより，中央制

御室及び緊急時対策所へ必要なパラ

メータの伝送ができる。◇1  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策建屋

情報把握設備」のデータ収集装置，

データ表示装置，情報収集装置及び

情報表示装置を，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合において

も必要な情報を把握し記録する設備

として兼用する。◇1  

   主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

  ［常設重大事故等対処設備］ 

   常設重要計器 

   常設重要代替計器 

安全圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

一般圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

電気設備（9.2 電気設備） 

監視制御盤（6.2.5.4.1(１)  計測制御

装置） 

安全系監視制御盤（6.2.5.4.1(１)  計

測制御装置） 

情報把握計装設備用屋内伝送系統

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備，6.2.5.4.2(１)ⅲ) 情報把握

計装設備） 

建屋間伝送用無線装置（6.2.5.4.1(１)

ⅲ) 情報把握計装設備，
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6.2.5.4.2(１)ⅲ) 情報把握計装設

備） 

情報収集装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備） 

情報表示装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備） 

データ収集装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備） 

データ表示装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備） 

直流電源設備（添付書類六 9.2 電気

設備） 

計測制御用交流電源設備（添付書類六 

9.2 電気設備） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※12 

可搬型重要代替計器※12 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

前処理建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

分離建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

精製建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置（6.2.5.4.1(１) 

ⅲ) 情報把握計装設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置（（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情

報把握計装設備） 

制御建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置（6.2.5.4.2(１) ) ⅲ) 情

報把握計装設備） 

制御建屋可搬型情報表示装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

表示装置（6.2.5.4.2(１)  ⅲ) 情

報把握計装設備） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装
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設備） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

前処理建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

分離建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機（9.2 電気設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機（9.2 電気設備） 

制御建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

※12：計器に附属の計測用ボンベ，計装

配管，充電池及び乾電池を含む。 

 

6.2.1.5 試験・検査 

  「1.7.18 (４) ｂ．試験・検査

性」に示す基本方針を踏まえ以下の

とおり設計する。 

計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器は，再処理施設の運転

中又は停止中に模擬入力による性能

確認及び校正並びに外観の確認が可

能な設計とする。SA 計⑨－1 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，再処理施設の

運転中又は停止中に模擬入力による

機能，性能の確認及び校正並びに外

観の確認が可能な設計とする。SA計

⑨－2 

計装設備の可搬型計測ユニット，

可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユ

ニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機及び燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温，代替注水設

備流量，スプレイ設備流量，燃料貯

蔵プール等空間線量率，燃料貯蔵プ

ール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，

模擬入力による機能，性能の確認及

び校正並びに外観の確認が可能な設

計とする。SA計⑨－3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑨－1（P21 へ） 

 

 

 

 

SA 計⑨－2（P21 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑨－3（P27 へ） 
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ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

重大事故等が発生した場合において，

実施組織要員のマスクの着用及び交代要

員体制を考慮しなくとも，制御室にとど

まる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施

設から中央制御室に移動する要員の実効

線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，当

該重大事故等に対処するために適切な措

置が講じられるよう，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性を確

保するための重大事故等対処施設を設け

る設計とする。□2  

重大事故等が発生した場合において，

制御室にとどまり必要な操作，監視及び

措置を行う実施組織要員がとどまるため

に必要な居住性を確保するための重大事

故等対処施設を設置及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。□2  

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概 要 

各重大事故が発生した場合において，

制御室にて必要な操作及び措置を行う実

施組織要員がとどまるために必要な重大

事故等対処施設を配備又は位置付ける。 

制御室の居住性を確保するため，制御

室遮蔽設備並びに制御室換気設備の制御

建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設

重大事故等対処設備として位置付けると

ともに，制御室換気設備の代替制御建屋

中央制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御室

照明設備，制御室環境測定設備及び制御

室放射線計測設備を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。◇2  

制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，制御室に連絡する通路上に作業服

の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染

検査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける。 

重大事故等が発生した場合において，

制御室にて「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録するため，計測制御

装置を設ける。◇2  

計測制御装置は，監視制御盤及び安全

系監視制御盤を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。情報把握計装設備

は，常設重大事故等対処設備として設置

するとともに、可搬型重大事故等対処設

備として配備する。◇2  
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4.2.5 制御室 

ヘ．計測制御系統施設の設備

(４) その他の主要な事項

(ⅰ) 制御室等

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」と「放射線分解により発生する

水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替制

御建屋中央制御室換気設備による外気取

入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち，最も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備による外気取入れにて換気を実施して

いる状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。□2  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，実施組織要員が中央制御

室の外側から中央制御室に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，出入管理建屋から中央制御室に連絡

する通路上又は制御建屋の外から中央制

御室に連絡する通路上に作業服の着替

え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける設

計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性物

質による汚染を持ち込むことを防止する

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち，最も厳しい

結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員

体制を考慮せず，中央制御室は代替制御

建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施

している状況下において評価し，制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行う実

施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。◇2  

実施組織要員が，制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。◇2  

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室にて「6.2.1 計装設備」の

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計と

する。◇2

重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視並びに記録できる設備

として計測制御装置を設ける設計とす

る。◇2  
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4.2.5.1 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，制御室におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録でき

る設計とする。SA計①－38 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設備で

構成する。SA計①－39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤は，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視

並びに記録するための設備であり，常

設重大事故等対処設備として位置付

け，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録する

設計とする。SA 計①－40 

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外

から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に連絡する通路上に出入管理

区画を設ける設計とする。□2  

出入管理区画用資機材は，出入管理区

画を設置する場所の近傍に予備品を含め

必要数以上を配備する。□2  

制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための設備は，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。□2  

 

 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室に重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記

録できる設備として計測制御装置を設け

る設計とする。□2  

 

（a） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。SA計①－38，SA計①－45，SA計①－

53 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。SA計①－39, SA計①－43, SA計①

－51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。SA計①－40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

内的事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録するための設備と

して，常設重大事故等対処設備に位置付

ける。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－45（P61

へ） 

SA 計①－53（P69

へ） 

 

SA 計①－43（P61

へ） 

SA 計①－51（P69

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成として記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視並びに記録

できる設備に関する設計

方針として記載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位

置付け，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録する

設計とする」に修正。 

⑦(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメータの監視並びに記録するための設計方針は

同様であるが，再処理施設の重大事故対策手段に応じたパラメータを監視・記

録するため，設備構成が異なる。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全系監視制御盤は，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とし，全交流

動力電源の喪失を伴わない重大事故等

が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重

大事故等対処設備として位置付け，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視する設計とする。SA 計

①－41 

 

情報把握計装設備は，外的事象によ

る安全機能の喪失及び内的事象のうち

全交流動力電源の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合，並びに内的

事象による安全機能の喪失を要因とし

て重大事故等が発生した場合におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録する

ための設備であり，可搬型重大事故等

対処設備として配備し，常設重大事故

等対処設備として設置する設計とす

る。SA 計①－42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。SA計①－41 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として配備

し，常設重大事故等対処設備として設置

する。SA計①－42 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。SA計①－44, SA計①－52 

 

情報把握計装設備は，中央制御室及び

緊急時対策所に同様の情報を伝送するこ

とにより，故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる共通要因に対

して，同時に必要な情報の把握機能が損

なわれない設計とする。□1  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

重大事故等対処設備」の一部である受電

開閉設備等から給電する設計とする。SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録する設備として，可搬型

重大事故等対処設備として配備し，常設

重大事故等対処設備として設置する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，制御室及び緊急

時対策所に同様の情報を伝送し，記録す

ることにより，故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる共通要因

に対して，同時に必要な情報の把握及び

記録機能が損なわれない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－44（P61

へ） 

SA 計①－52（P69

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視並びに記録

できる設備に関する設計

方針について記載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位

置付け，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメ

ータを監視する設計とす

る」に修正。 
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計①－48, SA計①－55 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成する。□1  

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ)計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。SA計

①－49, SA計①－56 

 

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

SA計⑤－42－1 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

SA計⑤－42－2, SA計⑥－42－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－48（P61

へ） 

SA 計①－55（P69

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－49（P62

へ） 

SA 計①－56（P69

へ） 

 

 

 

SA計⑤－42－1（P62

へ） 

 

 

 

 

SA 計⑤－42－2（P62

へ） 

SA計⑥－42－2（P62

へ） 
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4.2.5.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 

中央制御室の計測制御装置は，監視

制御盤，安全系監視制御盤及び情報把

握計装設備で構成する。SA 計①－43 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置，可搬型重大事故等対処設備である

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機で構成する。SA計①－44 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，中央制御室にお

いて，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視並びに記録で

きる設計とする。SA 計①－45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，電気設備の一部である受電開

閉設備等から給電する設計とする。SA

計①－48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－43（P58 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－44（P59 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計①－45（P58 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－48（P60 か

ら） 

 

⑦(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメータの監視並びに記録するための設計方針は

同様であるが，再処理施設の重大事故対策手段に応じたパラメータを監視・記

録するため，設備構成が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図

る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図

る。 
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前処理建屋可搬型情報収集装置は前

処理建屋可搬型発電機から，分離建屋

可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型

発電機から，精製建屋可搬型情報収集

装置及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機から，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機から，制御

建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋

可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型

発電機から，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置は情報把握計装設

備可搬型発電機から給電する設計とす

る。SA 計①－49 

 

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び情報把握計装設備可搬型発電機は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

SA計⑤－42－1 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処に同時に対

処することを考慮し，共用によって重

大事故時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。SA計⑤－42－2, SA 計⑥－

42－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－49（P60 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－42－1（P60

から） 

 

 

 

 

 

 

 

SA計⑤－42－2（P60

から） 

SA 計⑥－42－2（P60

から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対して代替設備による機能の確

保，関連する工程の停止等により重大

事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。SA 計④－5－1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう計測制御装置の監視制御

盤及び安全系監視制御盤と独立した異

なる系統により当該機能に必要な系統

を構成することで，独立性を有する設

計とする。SA計④－7 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報表示装置は，

情報把握計装設備可搬型発電機及び代

替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋

可搬型発電機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機か

ら電力を給電することで，電気設備の

設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤

に対して多様性を有する設計とする。

SA 計④－8 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－5－1（P74

から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－7（P74 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－8（P75 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（64 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置は，

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必

要な数量を計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤が設置される建

屋から 100m 以上の離隔距離を確保した

複数の外部保管エリアに分散して保管

することで，位置的分散を図る設計と

する。SA計④－9 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様の系統構

成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。SA計⑤－5 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。SA 計

⑤－6 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録す

るために必要な保存容量を有する設計

とする。SA 計⑥－6 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，収集したパラメータを伝送

可能な容量を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量として前処理建屋に対

して１系統，分離建屋に対して１系

統，精製建屋に対して１系統，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て１系統，高レベル廃液ガラス固化建

屋に対して１系統，制御建屋に対して

１系統の必要数 6 系統に加え，予備を 6

系統，合計 12系統以上を有する設計と

する。SA計⑥－7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－9（P75 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑤－5（P79 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑤－6（P79 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑥－6（P81 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－7（P81 か

ら） 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制御

建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の制御室として記載

しており，基本設計方針にお

いて明確化を図った。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（65 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置は，収集したパラメータを伝

送可能な容量を有する設計とする。 

SA 計⑥－10 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型

情報収集装置は，収集した重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータ

を電磁的に記録及び保存し，電源喪失

により保存した記録が失われないよう

にするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存で

きる容量を有する設計とする。SA計⑥

－11 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報表示装置は，

必要なデータ量の伝送及び記録容量を

有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を

有する設計とするとともに，故障時バ

ックアップを必要数以上確保する設計

とする。SA 計⑥－12 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，

重大事故等に対処するために必要な電

力を確保するために必要な容量を有す

る設計とし，保有数は，必要数として

重大事故等の対処に必要な個数を有す

る設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する設計と

する。SA計⑥－13 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメー

タは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－10（P81 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－11（P81 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－12（P82 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－13（P82 か

ら） 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

⑧(P9)から 
（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメータの監視並びに記録するための設計

方針は同様であるが，再処理施設の重大事故対策手段に応じた設備によ

りパラメータを監視・記録するため，設備構成が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（66 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処に同時に対

処することを考慮し，対処に必要とな

るデータの伝送，記録容量及び個数を

確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。SA計⑤－6－1,SA 計⑥－14 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる制御建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA 計⑦－18 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤及び安全系監視制御盤は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設

備による機能の確保，修理の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて関連する工程を停止する

等の手順を保安規定に定めて，管理す

る。SA 計⑦－19 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報把

握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置は，地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計に

基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。SA 計⑦－20 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び制御建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない

設計とする。SA 計⑦－21 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により機能を

損なわない設計とする。SA 計⑦－22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－6－1（P82

から） 

SA 計⑥－14（P82 か

ら） 

 

 

SA 計⑦－18（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－19（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－20（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－21（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－22（P86 か

ら） 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学

薬品の漏えいを考慮し，影響を受けな

い位置への設置，被水防護及び被液防

護を講ずる設計とする。SA 計⑦－23 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。SA計⑦

－24 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型情報収集装

置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電

機は，地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計に基づく設計と

することで，その機能を損なわない設

計とする。SA計⑦－25 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備可搬型発電機は，積雪及び火山の影

響に対して，積雪に対しては除雪する

手順を，火山の影響（降下火砕物によ

る積載荷重）に対しては除灰及び屋内

へ配備する手順を保安規定に定めて，

管理する。SA計⑦－26 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－23（P86 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－24（P86 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－25（P86 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－26（P87 か

ら） 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

72



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（68 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想

定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，線

量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定又は当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で

操作可能な設計とする。SA 計⑦－27 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

と情報把握計装設備用屋内伝送系統及

び建屋間伝送用無線装置との接続，制

御建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続

方式とし，現場での接続が容易に可能

な設計とする。SA計⑧－4 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に，模

擬入力による機能，性能確認（表示）

及び外観確認が可能な設計とする。SA

計⑨－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－27（P87 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑧－4（P92 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑨－4（P111 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説 】 

「設置等」については操

作性を確保するための線

量低減措置の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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4.2.5.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の計測制御装置 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の計測

制御装置は，監視制御盤，安全系監視

制御盤及び情報把握計装設備で構成す

る。SA 計①－51 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置，可搬型重大事故等対処設備である

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置で構成す

る。SA 計①－52 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録でき

る設計とする。SA計①－53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，電気設備の一部である受電開

閉設備等から給電する設計とする。SA

計①－55 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から計装設備の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－51（P58 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－52（P59 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計①－53（P58 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計①－55（P60 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計①－56（P60 か

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

⑦(P9)から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図

る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図っ

た。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメータの監視並びに記録するための設計方針は

同様であるが，再処理施設の重大事故対策手段に応じたパラメータを監視・記

録するため，設備構成が異なる。 
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計①－56 

 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対して代替設備による機能の確

保，関連する工程の停止等により重大

事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。SA 計④－10－1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう計測制御装置の監視制御

盤と独立した異なる系統により当該機

能に必要な系統を構成することで，独

立性を有する設計とする。SA計④－10 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，代替電源設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から電力を給電することで，電

気設備の設計基準対象の施設からの給

電で動作する監視制御盤及び安全系監

視制御盤に対して多様性を有する設計

とする。 

SA 計④－11 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，計測制御装置の監視制

御盤及び安全系監視制御盤と共通要因

によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤が設置される建屋から

100m 以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで，位置的分散を図る設計とする。

SA 計④－12 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は安全機能を有する施設

として使用する場合と同様の系統構成

で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。SA計⑤－7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－10－1（P74

から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－10（P74 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－11（P75 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－12（P75 か

ら） 

 

 

 

SA 計⑤－7（P79 か

ら） 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。SA 計

⑤－8 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録す

るために必要な保存容量を有する設計

とする。SA 計⑥－15－1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，収集したパラメータを伝送

可能な容量を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量として使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に対して１系統の必要数 1

系統に加え，予備を 1 系統，合計 2系

統以上を有する設計とする。SA 計⑥－

15 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，

収集したパラメータを伝送可能な容量

を有する設計とする。SA計⑥－16 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを電磁的に記録及

び保存し，電源喪失により保存した記

録が失われないようにするとともに帳

票として出力できる設計とする。ま

た，記録に必要な容量は，記録が必要

な期間に亘って保存できる容量を有す

る設計とする。SA計⑥－17 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，必要なデータ量の伝送

及び記録容量を有する設計とし，保有

数は，必要数として重大事故等の対処

に必要な個数を有する設計とするとと

もに，故障時バックアップを必要数以

上確保する設計とする。SA 計⑥－18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－8（P79 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑥－15－1（P81

から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－15（P81 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑥－16（P81 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－17（P81 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－18（P82 か

ら） 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

⑧(P9)から 
（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメータの監視並びに記録するための設計

方針は同様であるが，再処理施設の重大事故対策手段に応じた設備によ

りパラメータを監視・記録するため，設備構成が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。

SA 計⑦－28 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤及び安全系監視制御盤は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設

備による機能の確保，修理の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて関連する工程を停止する

等の手順を保安規定に定めて，管理す

る。SA 計⑦－29 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報把

握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置は，地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計に

基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。SA 計⑦－30 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とす

る。SA 計⑦－31 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により機能を

損なわない設計とする。SA 計⑦－32 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学

薬品の漏えいを考慮し，影響を受けな

い位置への設置，被水防護及び被液防

護を講ずる設計とする。SA 計⑦－33 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－28（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－29（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－30（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－31（P85 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－32（P86 か

ら） 

 

 

 

 

SA 計⑦－33（P86 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（台風）等により機能を損なわない設

計とする。SA計⑦－34 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報表示装置は，地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計

に基づく設計とすることで，その機能

を損なわない設計とする。SA計⑦－35 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。SA 計⑦－36 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内

に搭載することで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮して

も機能を損なわない設計とする。SA 計

⑦－37 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

建屋間伝送用無線装置との接続，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表

示装置との接続は，コネクタ方式又は

より簡便な接続方式とし，現場での接

続が容易に可能な設計とする。SA計⑧

－5 

 

計測制御装置の監視制御盤及び情報把

握計装設備は，再処理施設の運転中又

は停止中に，模擬入力による機能，性

能確認（表示）及び外観確認が可能な

設計とする。SA 計⑨－5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－34（P86 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－35（P87 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－36（P87 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－37（P87 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑧－5（P92 か

ら） 

 

 

 

 

 

SA 計⑨－5（P111 か

ら） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置の保

有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時バックアップを１台の合計２

台確保する設計とする。 

分離建屋可搬型情報収集装置の保有

数は，必要数として１台，予備として

故障時バックアップを１台の合計２台

確保する設計とする。 

精製建屋可搬型情報収集装置の保有

数は，必要数として１台，予備として

故障時バックアップを１台の合計２台

確保する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置の保有数は，必要

数として１台，予備として故障時バッ

クアップを１台の合計２台確保する設

計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置の保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時バックアッ

プを１台の合計２台確保する設計とす

る。 

制御建屋可搬型情報収集装置の保有

数は，必要数として１台，予備として

故障時バックアップを１台の合計２台

確保する設計とする。 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）の

保有数は，必要数として１台，予備と

して故障時バックアップを１台の合計

２台確保する設計とする。 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

の保有数は，必要数として１台，予備

として故障時バックアップを１台の合

計２台確保する設計とする。 

制御建屋可搬型情報表示装置の保有

数は，必要数として１台，予備として

故障時バックアップを１台の合計２台

確保する設計とする。 

情報把握計装設備可搬型発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用）の保有数

は，必要数として２台，予備として故

障時バックアップを３台の合計５台確

保する設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置の保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時バックアッ

プを１台の合計２台確保する設計とす

る。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。SA計④－5－1,SA計④－10－1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。SA計④

－7, SA計④－10 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

 

 

 

 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保により機

能を維持する設計とする。また，必要に

応じて関連する工程を停止する等の手順

を整備する。◇1  

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「9.2.2.3 主要設備及び仕様」の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機から電力を給電するこ

とで，電気設備の設計基準対象の施設か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－5－1（P63

へ） 

SA 計④－10－1（P70

へ） 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－7（P63 へ） 

SA 計④－10（P70

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大

事故等対処設備の個数

の設計方針として各 SA

設備条文に展開するこ

とと整理しているた

め，個数は本頁に記載

する。 
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情報表示装置の保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時バックアッ

プを１台の合計２台確保する設計とす

る。SA 計①－57 

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。SA計

④－8, SA計④－11 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。SA計④－9, SA計④－12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らの給電で動作する計測制御装置の監視

制御盤及び安全系監視制御盤に対して多

様性を有する設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報表示装置は，計測制御装置

の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が

設置される建屋から100m 以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，地震等により機能

が損なわれる場合，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機能

の確保により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

 

SA 計④－8（P63 へ） 

SA 計④－11（P70

へ） 

SA 計①－57（P94 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計④－9（P64 へ） 

SA 計④－12（P70

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大

事故等対処設備の個数

の設計方針として各 SA

設備条文に展開するこ

とと整理しているた

め，個数は本頁に記載

する。 
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済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機が設置

される建屋から100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。制御建屋内に保管する場合は

中央制御室送風機が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を

図る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機が設置される

建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し
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た外部保管エリアに保管するとともに，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は制御室

送風機が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵されている蓄電池から電力を供給

することで，中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯に対して多様性を

有する設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵されてい

る蓄電池から電力を供給することで，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に対して多様性を有する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要
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因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，制御建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数個所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。制御建屋内に保管する

場合は中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内に保管する場合は制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。◇2  

 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数個所に

分散して保管し，位置的分散を図る設計
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計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。SA計⑤－5, SA計⑤－7 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。SA計⑤－6, SA

計⑤－8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，対処を行う建屋内にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。◇2  

 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数個所に分散して保管し，位置的分散

を図る設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数個所に分散して保管

し，位置的分散を図る設計とする。◇2  

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ｂ．悪影響防止」に示す。 

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－5（P64 へ） 

SA 計⑤－7（P70 へ） 

 

 

 

 

SA 計⑤－6（P64 へ） 

SA 計⑤－8（P71 へ） 
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計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，回転体が飛散することを

防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，回転体が飛散

することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇2  

 

３）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇2  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇2  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18（２） 

個数及び容量」に示す。 

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。SA計⑥－6，SA計⑥－15－1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。SA計⑥－7, SA計

⑥－15 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

は，収集したパラメータを伝送可能な容

量を有する設計とする。SA 計⑥－16, 

SA 計⑥－10 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。SA 計⑥－

11,SA 計⑥－17 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14 系統以

上を有する設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。◇1  

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

SA 計⑥－6（P64 へ） 

SA計⑥－15－1（P71

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－7（P64 へ） 

SA 計⑥－15（P71

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－16（P71

へ） 

SA 計⑥－10（P65

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－11（P65

へ） 

SA 計⑥－17（P71 へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図っ

た。 
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庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時バック

アップを必要数以上確保する。SA計⑥－

12, SA計⑥－18 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。SA計⑥－13 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，対処に必要となるデータの伝

送，記録容量及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。SA計⑤－6

－1,SA計⑥－14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する。◇1  

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情報把

握計装設備の第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可

搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，対処に必要

となるデータの伝送，記録容量及び個数

を確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

情報把握計装設備の可搬型情報収集装

置，可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機の個数を第6.2.5－

１表に示す。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。◇2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－12（P65

へ） 

SA 計⑥－18（P71 へ 

 

 

 

 

 

SA 計⑥－13（P65

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑤－6－1（P66

へ） 

SA 計⑥－14（P66

へ） 
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有する設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために

必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として76 台，予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを86台の合計162 

台以上を確保する。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
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の制御室代替照明設備は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操

作可能な照明を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として17 台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを19 台の合計36 台以上を確

保する。◇2  

 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。◇2  

 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時のバックアップ

を１セットの合計２セット以上を確保す

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
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計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

SA計⑦－18, SA計⑦－28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

SA計⑦－20, SA計⑦－30 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。SA計⑦－

21, SA計⑦－31 

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セットとして，予

備として故障時のバックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。◇2  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18（３） 

環境条件等」に示す。 

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。 

◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤は，地震等により

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応等により機能を

維持する設計とする。また，必要に応じ

て関連する工程を停止する等の手順を整

備する。SA計⑦－19, SA計⑦－29 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，1.7.18（５） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－18（P66

へ） 

SA 計⑦－28（P72

へ） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－19（P66

へ） 

SA 計⑦－29（P72

へ） 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－20（P66

へ） 

SA 計⑦－30（P72

へ） 

 

 

SA 計⑦－21（P66

へ） 

SA 計⑦－31（P72

へ） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載した

修理の対応等は，機能維持手段

の総称としての記載のため，基

本設計方針において機能維持手

段の明確化を図った。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 
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情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。SA計⑦－22, SA計⑦－32 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。SA計⑦－23, SA計⑦－33 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。SA計⑦－24, SA計

⑦－34 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。SA計⑦－

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－22（P66

へ） 

SA 計⑦－32（P72

へ） 

 

 

SA 計⑦－23（P67

へ） 

SA 計⑦－33（P72

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－24（P67

へ） 

SA 計⑦－34（P73

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－25（P67
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25, SA計⑦-35 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。SA計⑦－27, SA計⑦－36 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内に

搭載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機能を

損なわない設計とする。SA計⑦－37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

可搬型発電機は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては徐灰及び屋内へ配備す

る手順を整備する。SA計⑦－26 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可

搬型監視ユニット内に搭載することで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条

件を考慮しても機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

へ） 

SA 計⑦－35（P73

へ） 

 

 

 

SA 計⑦－26（P67

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑦－27（P68

へ） 

SA 計⑦－36（P73

へ） 

 

 

SA 計⑦－37（P73

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 
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物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇2  

代替中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  
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代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破
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断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計と

する。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇2  

 

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散
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物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。□1  

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18（４）

ａ．操作性の確保」に示す。 

 

１）計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置と情

報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置との接続，制御建屋可

搬型情報表示装置，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な設

計とする。SA計⑧－4, SA計⑧－5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 計⑧－4（P68 へ） 

SA 計⑧－5（P73 へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（93 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

１） 計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

情報把握計装用設備用屋内伝送系統 

14 系統（うち予備

７系統）□1  

建屋間伝送用無線装置 14 系統（うち予

備７系統）□1  

ⅱ）監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御

室等」と兼用） １ 式□1  

ⅲ 安全系監視制御盤（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

分離建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

精製建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置２ 台（予備として故障時

バックアップを１台） 

制御建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置２ 台（予備として故障時

バックアップを１台） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

制御建屋可搬型情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置２ 台（予備として故障時

バックアップを１台） 

情報把握計装設備可搬型発電機（Ｍ

6.2.5.3 主要設備及び仕様 

制御室（重大事故等時）の主要設備及

び仕様を第6.2.5－１表に示す。◇2  

 

 

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合において，

中央制御室にて必要な操作及び措置を行

う実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために必要な居住性を確保するための設

備は，計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計測設

備で構成する。◇2  

 

中央制御室は，情報把握計装設備の制

御建屋可搬型情報表示装置及び制御建屋

可搬型情報収集装置を配備できる区画を

有する構造とする。◇2  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室の外側から中

央制御室に放射性物質による汚染を持ち

込むことを防止するため，出入管理建屋

から中央制御室に連絡する通路上及び制

御建屋の外から中央制御室に連絡する通

路上に出入管理区画を設ける設計とす

る。◇2  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇2  

全交流動力電源喪失時においても，出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

中央制御室の外から中央制御室に連絡

する通路上の出入管理区画配置概要図を

第6.2.5－１図，出入管理建屋から中央

制御室に連絡する通路上の出入管理区画

配置概要図を第6.2.5－２図，第6.2.5－

３図にそれぞれ示す。◇2  

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を起因とする「放射線分解により発生す

る水素による爆発」と「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の重畳の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，中央制御室は代

替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

５ 台（予備として故障時バックア

ップを３台）SA計①－57 

（b） 制御室換気設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室換気設備は，制御室にとどまるた

めに十分な換気風量を確保できる設計と

する。□2  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備，制御建屋中央制御室換

気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成す

る。□2  

制御室換気設備は，制御建屋中央制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付けるとともに，代替

制御建屋中央制御室換気設備及び代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。□2  

制御室換気設備は，「リ．（１)

（ⅰ） 電気設備」の一部である非常用

電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御

建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の

460Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母

線及び代替電源設備の制御建屋可搬型発

電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機により電力を供給す

る設計とする。可搬型発電機の運転に必

要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備か

ら補給が可能な設計とする。□2  

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等及び補機

駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯

槽を常設重大事故等対処設備として設置

する。□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ，代替電源設備の一

部である制御建屋可搬型発電機並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，代替所内電気設備の一部であ

る制御建屋の可搬型分電盤，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型電源ケーブルを可搬型重大事故

等対処設備として配備する。□2  

において評価し，中央制御室にとどまり

必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が，７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。◇2  

なお，中央制御室における居住性に係

る被ばく評価結果は，上記状況下におい

て約1×10-3ｍＳｖであり，7 日間で100

ｍＳｖを超えない。◇2  

中央制御室の重大事故等対処設備の機

器配置概要図を第6.2.5－４図～第6.2.5

－７図に示す。◇2  

 

（１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，中央制御

室において「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設置又は配備する。◇1  

また，計測制御装置のうち，設計基準

対象の施設と兼用する設備は，重大事故

等対処設備として位置付ける。◇1  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇1  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。◇1  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬

 

 

SA 計①－57（P75 へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（95 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設

備」に，設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等及

び代替電源設備並びに代替所内電気設備

については「リ． (１) (ⅰ) 電気設

備」に示す。□2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散

物に対して，代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備による機能の確保

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。□2  

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。□2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。□2  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。□2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。□2  

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。□2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。□2  

型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機を配備し，常設重大

事故等対処設備として情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置を設置する。◇1  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器にて計測

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを，前処理建屋においては

前処理建屋可搬型情報収集装置に，分離

建屋においては分離建屋可搬型情報収集

装置に，精製建屋においては精製建屋可

搬型情報収集装置に，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋においてはウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集

装置に，高レベル廃液ガラス固化建屋に

おいては高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置に伝送するための系統

である。また，これらの可搬型情報収集

装置で収集した重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを建屋間伝送用

無線装置に伝送するための系統である。

◇1  

制御建屋に設置する情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，建屋間伝送用無線装

置から制御建屋可搬型情報収集装置に重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを伝送するための系統である。◇1  

建屋間伝送用無線装置は，前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置が収集し

た重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを制御建屋可搬型情報収集装

置及び「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建

屋情報把握設備」の情報収集装置へ伝送

するための系統である。◇1  

建屋間伝送用無線装置は， 制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ. 緊急時対策建屋情報把握設備」の情

報収集装置に対し，重要監視パラメータ
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（96 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。□2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。□2  

及び重要代替監視パラメータを伝送する

ことで，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握機能が損な

われることはない。◇1  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置については，当該装置から制御建

屋可搬型情報収集装置及び

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置へ伝送する機

能を有する。◇1  

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の「6.2.1.3 主要設備及び仕様」の

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

にて計測した重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを収集する。◇1  

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータは，建屋間伝送用無

線装置にて，制御建屋可搬型情報収集装

置及び9.16.2.4(２)ｅ.緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置に伝送す

る。◇1  

制御建屋可搬型情報収集装置は，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを収集し，

記録する。◇1  

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報収集装置より伝送される重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タについても収集し，記録する。◇1  

 

制御建屋可搬型情報収集装置にて収集

した重要監視パラメータ及び重要代替監
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を制御建屋中央

制御室換気設備の中央制御室送風機が設

置される建屋から100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋にも保管することで，

必要数及び故障時バックアップを複数箇

所に分散して保管し，位置的分散を図

る。制御建屋内に保管する場合は中央制

御室送風機が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要

な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機が設置され

る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するととも

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保

管することで，必要数及び故障時バック

アップを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機

が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

視パラメータは，電磁的に記録及び保存

し，電源喪失により保存した記録が失わ

れないようにするとともに帳票として出

力できる。また，記録に必要な容量は，

記録が必要な期間に亘って保存できる容

量を有する。◇1  

制御建屋可搬型情報表示装置は，中央

制御室に配備し，制御建屋可搬型情報収

集装置にて収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視す

る。◇1  

制御建屋可搬型情報収集装置及び制御

建屋可搬型情報表示装置，

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置及び情報表示

装置は，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視及び記録するこ

とで，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握及び記録機

能が損なわれることはない。◇1  

中央制御室において情報把握計装設備

が設置されるまでの重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータの監視及び

記録は，実施組織要員が「9.17 通信連

絡設備」の「9.17.2 重大事故等対処施

設」を用いて，所定の頻度（1 時間30 

分）で中央制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇1  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇1  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である前処理建屋可搬型発電機，分

離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機で構成する。◇1  

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装
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事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から給電する。

◇1  

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。◇1  

共用する第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮しても，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼすこ

とはない。◇1  

情報把握計装設備可搬型発電機への燃料

の補給は，「9.14 補機駆動用燃料補給

設備」の軽油貯蔵タンクローリから燃料

を補給可能な設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央制御

室」と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央

制御室」と兼用） 

ⅲ)情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

分離建屋可搬型情報収集装置 

精製建屋可搬型情報収集装置 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置 

制御建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型情報表示装置 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

情報把握計装設備可搬型発電機（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

重大事故等時のパラメータを監視及び記
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（99 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「ロ． (７) (ⅱ) 

(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，その機能を損なわない

設計とする。□2  

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。□2  

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。□2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。□2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。□2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。 

録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇1  

 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備及び制御建屋中央制御室

換気設備で構成する。◇2  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇2  

a.代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

代替中央制御室送風機及び制御建屋の可

搬型ダクトで構成する。◇2  

 

 

代替中央制御室送風機は，重大事故等

発生時において，制御建屋中央制御室換

気設備の中央制御室送風機の機能喪失

後，外気の遮断が長期にわたり，室内環

境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限

界に達する前に制御建屋内に設置し，中

央制御室内の換気が可能な設計とする。 

代替中央制御室送風機は，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から受電する

設計とする。◇2  

制御建屋可搬型発電機は，補機駆動用

燃料補給設備の軽油用タンクローリから

軽油を補給できる設計とする。また，補

機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクロ

ーリは, 補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽から軽油を補給できる設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)代替制御建屋中央制御室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替中央制御室送風機 

制御建屋の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋の可搬型分電盤 

制御建屋の可搬型電源ケーブル 

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（100 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）２ 台（うち

予備１台）制御建屋の換気ダクト

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用）１ 系統ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備制御室送風機

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用）２ 台（うち予備１台）使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用） １ 

系統ⅲ） 計測制御装置制御建屋安全系監

視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用）１ 式使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋安全系監視制御盤（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式

［可搬型重大事故等対処設備］ⅰ） 代替

制御建屋中央制御室換気設備代替中央制

御室送風機 ５ 台（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを３台）制

御建屋の可搬型ダクト300 ｍ/式（予備

として故障時バックアップを1 式）ⅱ） 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備代替制御室送風機３ 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台）使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクト約300 ｍ／式

（予備として故障時バックアップを１

式）（c） 制御室照明設備重大事故等が発

生した場合において，制御室照明設備

は，制御室にとどまるために必要な照明

を確保できる設計とする。□2  

制御室照明設備は，中央制御室照明設

備，中央制御室代替照明設備，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成

する。□2  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。□2  

なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員は，ＬＥＤハンドライ

ト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操

作，作業及び監視を適切に実施できる設

計とする。□2  

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

ｂ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央

制御室送風機及び制御建屋の換気ダクト

で構成する。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備は，重大

事故等の発生の起因となる安全機能の喪

失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機

能の喪失を要因とした全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等の発生時に

は，設計基準対象の施設の一部を兼用

し，同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)制御建屋中央制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 中

央制御 

室」と兼用） 

制御建屋の換気ダクト

（「6.1.4.4.1 中央 

制御室」と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主

母線 

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼用） 

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

制御建屋の460 Ｖ非常用母線 

（「9.2.1.4.4 所内低圧系統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御建屋安全系監視制御盤

（「6.1.4.4.1  

中央制御室」と兼用） 

重大事故等時の中央制御室の系統概要

図を第6.2.5－10 図，第6.2.5－11 図に

示す。 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，中央制御室代替照

明設備で構成する。◇2  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇2  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（101 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵した蓄電池から電力を供給するこ

とで，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して多様性を有する

設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電

池から電力を供給することで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して多様性を有する設計とする。□2  

 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。□2  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの7 日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

 

（４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽で

構成する。◇2  

中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇2  

 

中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生

した場合において，代替制御建屋中央制

御室換気設備若しくは制御建屋中央制御

室換気設備の機能とあいまって中央制御

室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃

料加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超

えない設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1 中央

制御 

室」と兼用） 

（５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備で構成する。◇2  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。◇2  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とす

る。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（102 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，制御建屋内にも保管する

ことで，必要数及び故障時バックアップ

を複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る。制御建屋内に保管する場合は

運転保安灯及び直流非常灯が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数箇所に分散して保管し，位置的分散を

図る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は運転保安灯及び直流非常

灯が設置される場所と異なる場所に保管

することで位置的分散を図る。□2  

中央制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が中央制御室で操作可能な照明

を確保するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数と

して76台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを86

台の合計162台以上を確保する。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備の可搬型代替照明

は，想定される重大事故等時に実施組織

要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で操作可能な照明を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として17

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを19台の合

計36台以上を確保する。□2  

中央制御室代替照明設備は，外部から

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

（６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備で構成する。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，重大事

故等が発生した場合において，中央制御

室内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できる設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー 

タ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

 

6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

重大事故等が発生した場合において，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまり必要な操作及び措置を

行う実施組織要員がとどまるために必要

な居住性を確保するための設備は，制御

室換気設備，制御室照明設備，制御室遮

蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，情報把握計装設備の使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置を配備できる区画を有す

る構造とする。◇2  

重大事故等が発生し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が

放射性物質により汚染したような状況下

において，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び
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の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，「ロ．

（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。□2  

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。□2  

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。□2  

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。□2  

中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出

入管理区画を設ける設計とする。◇2  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇2  

全交流動力電源喪失時においても,出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

屋外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上の出

入管理区画配置概要図を第6.2.5－12 

図，第6.2.5－13 図にそれぞれ示す。◇2  

居住性を確保するための設備は，各重

大事故の有効性評価の対象としている事

象のうち，最も厳しい結果を与える臨界

事故の発生時において，実施組織要員の

マスクの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備による外気取入れにて

換気を実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員の実効線量が，７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。◇2  

なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室における居住性に係る被

ばく評価結果は，上記状況下において約

3×10-3ｍＳｖであり，7日間で100ｍＳ

ｖを超えない。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の重大事故等対処設備の機器配

置概要図を第6.2.5－14 図～第6.2.5－

15 図に示す。◇2  

 

（１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいて「6.2.1 計装設備」の重要監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設備と

して計測制御装置を設置又は配備する。

また，計測制御装置のうち，設計基準対

象の施設と兼用する設備は，重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇1  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の
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運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。□2  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 162 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を86 台）ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備可搬型

代替照明 36 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを19 台）□2  

（d） 制御室遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室遮蔽設備は，制御室にとどまる実

施組織要員が過度の被ばくをうけないよ

う，十分な壁厚さを有する設計とする。 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央

制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で

構成する。□2  

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及

び制御室遮蔽を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。□2  

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。□2  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。□2  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「ロ． (７) 

(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることで，その機能を損なわ

ない設計とする。□2  

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。□2  

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータを監視並びに記録するための設

備であり，可搬型重大事故等対処設備と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置を配備し，常

設重大事故等対処設備として情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置を設置する。◇1  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器にて計測した使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の重要監視パラメータを，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置に伝送するための系統である。ま

た，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置で収集した重要監視パラメ

ータを建屋間伝送用無線装置に伝送する

ための系統である。さらに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置で

収集した重要監視パラメータを使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

に伝送するための系統である。◇1  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び緊急時対策所へ

伝送するための系統である。◇1  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4 

(２)ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」

へ伝送するための系統である。◇1  

建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可
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中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。□2  

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。□2  

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。□2  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）厚さ 約１．

０ｍ以上ⅱ） 制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）厚さ 約１．

０ｍ以上□2  

（e） 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室環境測定設備は，制御室内の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度が活動に支障がない範囲にあることを

把握できる設計とする。□2  

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構

成する。□2  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。□2  

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数箇所に

分散して保管し，位置的分散を図る。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。□2  

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」に対

し，重要監視パラメータを伝送すること

で，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる共通要因に対して，

同時に必要な情報の把握機能が損なわれ

ることはない。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の可搬型重要計器にて計測した重要

監視パラメータを収集する。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置にて収集した重要監視パラメ

ータは，建屋間伝送用無線装置を介し，

制御建屋可搬型情報収集装置に伝送す

る。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋での可搬型重要計器にて計測した重

要監視パラメータを記録する。◇1  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

情報収集装置にて収集した重要監視パラ

メータは，電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

ようにするとともに帳票として出力でき

る。また，記録に必要な容量は，記録が

必要な期間に亘って保存できる容量を有

する。◇1  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に設置し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

にて収集した重要監視パラメータを監視

する。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情

報表示装置，「9.16.2.4 (２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」の情報収集装

置及び情報表示装置と使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の重要監視パラメータを監

視及び記録することで，故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる

共通要因に対して，同時に必要な情報の

把握及び記録機能が損なわれることはな

い。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において情報把握計装設備が設

置されるまでの重要監視パラメータの監

視及び記録は，実施組織要員が「9.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 47 条 （計装設備）（106 / 112） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。□2  

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。□2  

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。□2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

通信連絡設備」の「9.17.2 重大事故等

対処施設」を用いて，所定の頻度（1 時

間30 分）で使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に情報伝達し，監視

するとともに記録用紙に記録する。◇1  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇1  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から，「6.2.1.4(２)ａ．(ｅ) 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な

計装設備」の可搬型計測ユニットを介し

て給電する。◇1  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.2 使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室」と兼用） 

ⅲ) 情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報表示装置 

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇1  

 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。◇2  
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ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。□2  

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。□2  

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。□2  

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。□2  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を２台）可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台）可搬型窒素酸化物濃

度計 ３ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台）ii) 使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室環境測定設備可搬型酸素濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台）可搬型二酸化炭素濃

度計 ３ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台）可搬型窒

素酸化物濃度計 ３ 台（予備として故障

時及び待機除外時のバックアップを２

台）□2  

（f） 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室放射線計測設備は，制御室内の線

量当量率及び空気中の放射性物質濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握

できる設計とする。□2  

制御室放射線計測設備は，中央制御室

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇2  

a.代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，代替制御室送風機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトで構成する。◇2  

 

代替制御室送風機は，重大事故等発生

時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室

内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許

容限界に達する前に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の換気が

可能な設計とする。◇2  

 

代替制御室送風機は，代替電源設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から受電する設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機は，補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリから軽油を補給

できる設計とする。また，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリは, 補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽

油を補給できる設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替制御室送風機 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型分電盤 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル 
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放射線計測設備並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備で構成する。□2  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，ガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。□2  

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分散

を図る。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。□2  

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セット，

予備として故障時バックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セット，予備とし

て故障時バックアップを１セットの合計

２セット以上を確保する。□2  

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，制御室送風機並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気

ダクトで構成する。◇2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，重大事故等の発生の起因とな

る安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事

象による安全機能の喪失を要因とした全

交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用する設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の換気ダクト（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9

ｋＶ非常用母線（「9.2.1.4.3 所内高圧

系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460 

Ｖ非常用母線（「9.2.1.4.4 所内低圧系

統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系

監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」と兼

用） 

重大事故等時の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の系統概要図を

第6.2.5－16 図及び第6.2.5－17 図に示
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ）地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□2  

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。□2  

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。□2  

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。□2  

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

す。◇2  

 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。◇2  

 

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの7 日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

 

（４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，制御室遮蔽で構成

する。 

制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇2  

 

制御室遮蔽は，重大事故等が発生した

場合において，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室にとどまる実施組織要員の

実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

i) 制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

 

（５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。□2  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ）中央制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台）可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）２ 台（予備として

故障時のバックアップを１台）□2  

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）２ 台（予備とし

て故障時のバックアップを１台）アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）□2  

 

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇2  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

 

（６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制

御室放射線計測設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御室放射線計測設備は，ガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。◇2  

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，重大事故等が発生した場合にお

いて，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の線量当量率及び空気中

の放射性物質濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

 

6.2.5.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18（４）
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ｂ．試験・検査性」に示す。 

１）計測制御装置 

監視制御盤，安全系監視制御盤及び情

報把握計装設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に，模擬入力による機能，性

能確認（表示）及び外観確認が可能な設

計とする。SA計⑨－4, SA計⑨－5 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇2  

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。◇2  

 

 

 

 

 

SA 計⑨－4（P68 へ） 

SA 計⑨－5（P73 へ） 
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中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。◇2  

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。◇2  

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。◇2  

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇2  

６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

117



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十七条（計装設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

SA

計① 

重大事故時の直流電源喪失その他

故障が発生した場合に関する設計

方針 

技術基準の要求を受けている内容 １項 － a,b 

SA

計② 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － c 

SA

計③ 
共通要因に関する設計方針 技術基準の要求を受けている内容 ３項 － c 

SA

計④ 

共通要因故障に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十七）

条の設備として考慮すべき特記事項 

２項 

一号 
－ 

d 
３項 

二号 

四号 

六号 

－ 

SA

計⑤ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（四十七）

条の設備として考慮すべき特記事項 

１項 

六号 
－ d 

SA

計⑥ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十七）

条の設備として考慮すべき特記事項 

１項 

一号 
－ b 

SA

計⑦ 

環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（四十七）

条の設備として考慮すべき特記事項 

１項 

二号 

七号 

－ 

d 
３項 

三号 

四号 

－ 

SA

計⑧ 

操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（四十七）

条の設備として考慮すべき特記事項 

１項 

三号 

五号 

－ 

d 
３項 

一号 

五号 

－ 

SA

計⑨ 試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十七）

条の設備として考慮すべき特記事項 

１項 

四号 
－ d 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

□1  
重複記載 

事業変更許可申請書本文内又は添付書類の記載と重複

する内容である。 

－ 

□2  他条文の参照 他条文を参照するための記載のため記載しない。 － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  
重複記載 

事業変更許可申請書本文又は添付書類内の記載と重複

する内容である。 
－ 

◇2  他条文の参照 他条文を参照するための記載のため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－１－２ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－２－１ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

b 

Ⅵ－１－２ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－２－２ 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

c 

Ⅵ－１－２ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－２－３ 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の

情報把握に関する説明書 

d 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 
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令和３年 10 月７日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.2重大事故等対処設備
4.2.1計装設備

計装設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータを計測できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2

計装設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の
直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい
て，再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処す
るための時間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有
効な情報を把握できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する
機器の多くが交流電源により給電する設計としていることから，必要なパ
ラメータを計測することが困難となる条件として全交流動力電源の喪失を
想定し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（計装
配管が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4

計装設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータを把握する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び第２
章　個別項目のうち「1.2 重大事故等対処設備」に用いる一部のパラメー
タの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型
監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，
けん引車で構成し，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対
処するために監視することが必要なパラメータを計測する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5

4.2.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パ
ラメータを推定するために有効な情報は，パラメータの重要性や計測に当
たっての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類する。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定する
ために有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラ
メータ及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから
抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成
功させるために監視することが必要なパラメータを主要パラメータとす
る。また，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処
設備の運転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補
助パラメータとし，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重
要監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測
するパラメータを重要代替監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関
性の高さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮
し，計測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

11

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメー
タを計測する異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）がある場合
は，重要代替監視パラメータとしていずれか１つの適切な他チャンネルを
選定し，計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により
推定，又は推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータ
として計測する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12
重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手すること
で，再処理施設の状態を把握する手段を有する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計
測に着手することで，再処理施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有
する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14

4.2.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把
握する設備の設計方針

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備を重要計器，重要代替監
視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，重大事故等の発生要因
に応じて対処に有効な設備を使用する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

添付書類　構成 添付書類　説明内容

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの計測方針（代替パラメータによ
る推定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の設計方針につい
て説明する。

【計装設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計装設備につい
て、測定時の設備系統構成について説明する。ま
た，可搬型設備の計測点，保管場所，接続場所を
示す。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設
備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対
処するために必要な計装設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
に必要な計装設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた
めに必要な計装設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必
要な計装設備

【計装設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

1

第２章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.2重大事故等対処設備
4.2.1計装設備

計装設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータを計測できる設計とする。

冒頭宣言

2

計装設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の
直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい
て，再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処す
るための時間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有
効な情報を把握できる設計とする。

冒頭宣言

3

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する
機器の多くが交流電源により給電する設計としていることから，必要なパ
ラメータを計測することが困難となる条件として全交流動力電源の喪失を
想定し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（計装
配管が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定する。

冒頭宣言

4

計装設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータを把握する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び第２
章　個別項目のうち「1.2 重大事故等対処設備」に用いる一部のパラメー
タの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型
監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，
けん引車で構成し，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対
処するために監視することが必要なパラメータを計測する設計とする。

冒頭宣言

5

4.2.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パ
ラメータを推定するために有効な情報は，パラメータの重要性や計測に当
たっての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類する。

定義

6

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定する
ために有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラ
メータ及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから
抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。

定義

7

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成
功させるために監視することが必要なパラメータを主要パラメータとす
る。また，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処
設備の運転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補
助パラメータとし，保安規定に定めて，管理する。

運用要求

8
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重
要監視パラメータとする。

定義

9
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測
するパラメータを重要代替監視パラメータとする。

定義

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関
性の高さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮
し，計測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

11

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメー
タを計測する異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）がある場合
は，重要代替監視パラメータとしていずれか１つの適切な他チャンネルを
選定し，計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により
推定，又は推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータ
として計測する設計とする。

設置要求

12
重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手すること
で，再処理施設の状態を把握する手段を有する設計とする。

設置要求

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計
測に着手することで，再処理施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有
する設計とする。

設置要求

14

4.2.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把
握する設備の設計方針

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備を重要計器，重要代替監
視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，重大事故等の発生要因
に応じて対処に有効な設備を使用する設計とする。

冒頭宣言

項目番
号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

【重大事故等の対処に必要なパラ
メータの計測又は推定】
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
計測方針（代替パラメータによる
推定方法含む）について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータを
計測する設備の設計方針について
説明する。

【計装設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する
計装設備について、測定時の設備
系統構成について説明する。ま
た，可搬型設備の計測点，保管場
所，接続場所を示す。
・臨界事故の拡大を防止するため
に必要な計装設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に
対処するために必要な計装設備
・放射線分解により発生する水素
による爆発に対処するために必要
な計装設備
・有機溶媒等による火災又は爆発
に対処するために必要な計装設備
・工場等外への放射性物質等の放
出を抑制するために必要な計装設
備
・重大事故等への対処に必要とな
る水の供給に必要な計装設備

【計装設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータを
計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を
説明する。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範
囲を有する設計とする。

機能要求② 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大
事故等が発生した場合には，可搬型重要計器を使用して計測する設計とす
る。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の
喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設
重要計器を使用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する
可搬型重要計器は重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要監視
パラメータを計測する常設重要計器は，第２章 個別項目のうち「2.2.2.1
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，2.2.2.2 重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系，2.4.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，4.2.2 代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路，4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備，7.2.2.2 臨界事故時水素掃気系」及
び「2.4.2.2 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，4.2.4 重大事
故時供給停止回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備」の常設計器を重大事故等対
処設備として位置付けるとともに，設置する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として
重大事故等が発生した場合には，可搬型重要代替計器を使用して計測する
設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計
器を使用して計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可
搬型重要代替計器は，重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要
代替監視パラメータを計測する常設重要代替計器は，第２章 個別項目のう
ち「2.2.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，2.2.2.2 重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系，2.4.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系，4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，4.2.3 重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備，7.2.2.2 臨界事故時
水素掃気系」及び「2.4.2.2 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設
備，4.2.4 重大事故時供給停止回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備」の常設計
器を重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータを計測する
ために設置する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18

4.2.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを
把握する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対
象の施設である計測制御設備の計装配管に接続して計測する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち常設重要計器及び常設重要代替計器の電源は，電気設備の一部
である受電開閉設備等から給電する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

20

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，重大事故等
が発生した場合において，乾電池，充電池,計測制御装置の情報把握計装設
備可搬型発電機，代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬
型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃
液ガラス固化建屋可搬型発電機又はから給電する設計とする。前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル
廃液ガラス固化建屋の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器には，各建
屋の可搬型発電機から計測制御装置の前処理建屋可搬型情報収集装置，分
離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系，
一般圧縮空気系，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用
ボンベ並びに可搬型空気圧縮機から空気を供給する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 設置要求 計装設備 設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ
燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，対
処に必要となる計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重大事
故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備 設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24

計装設備の重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計
測又は計測方式により換算表を用いて推定することで，重要監視パラメー
タに対して可能な限り多様性を有する設計とする。

設置要求 計装設備
設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25

計装設備の重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメー
タを計測する箇所と異なる箇所で計測することにより，重要監視パラメー
タと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

設置要求 計装設備
設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計装設備の常設重要計
器及び常設重要代替計器は，地震等により機能が損なわれる場合，必要に
応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，設計基準対象の施
設の計測制御設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の
施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した
複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計と
する。または，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図
る設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場
合は設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に
保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 計装設備
設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等について説明す
る。

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの計測方針（代替パラメータによ
る推定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の設計方針につい
て説明する。

【計装設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計装設備につい
て、測定時の設備系統構成について説明する。ま
た，可搬型設備の計測点，保管場所，接続場所を
示す。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設
備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対
処するために必要な計装設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
に必要な計装設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた
めに必要な計装設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必
要な計装設備

【計装設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

15
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範
囲を有する設計とする。

機能要求②

16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大
事故等が発生した場合には，可搬型重要計器を使用して計測する設計とす
る。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の
喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設
重要計器を使用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する
可搬型重要計器は重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要監視
パラメータを計測する常設重要計器は，第２章 個別項目のうち「2.2.2.1
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，2.2.2.2 重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系，2.4.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，4.2.2 代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路，4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備，7.2.2.2 臨界事故時水素掃気系」及
び「2.4.2.2 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，4.2.4 重大事
故時供給停止回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備」の常設計器を重大事故等対
処設備として位置付けるとともに，設置する設計とする。

設置要求

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として
重大事故等が発生した場合には，可搬型重要代替計器を使用して計測する
設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計
器を使用して計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可
搬型重要代替計器は，重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要
代替監視パラメータを計測する常設重要代替計器は，第２章 個別項目のう
ち「2.2.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，2.2.2.2 重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系，2.4.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系，4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，4.2.3 重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備，7.2.2.2 臨界事故時
水素掃気系」及び「2.4.2.2 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設
備，4.2.4 重大事故時供給停止回路，5.1.2.2 廃ガス貯留設備」の常設計
器を重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータを計測する
ために設置する設計とする。

設置要求

18

4.2.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを
把握する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対
象の施設である計測制御設備の計装配管に接続して計測する設計とする。

設置要求

19
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち常設重要計器及び常設重要代替計器の電源は，電気設備の一部
である受電開閉設備等から給電する設計とする。

設置要求

20

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，重大事故等
が発生した場合において，乾電池，充電池,計測制御装置の情報把握計装設
備可搬型発電機，代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬
型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃
液ガラス固化建屋可搬型発電機又はから給電する設計とする。前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル
廃液ガラス固化建屋の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器には，各建
屋の可搬型発電機から計測制御装置の前処理建屋可搬型情報収集装置，分
離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

設置要求

21
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系，
一般圧縮空気系，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用
ボンベ並びに可搬型空気圧縮機から空気を供給する設計とする。

設置要求

22 可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 設置要求

23

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ
燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，対
処に必要となる計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重大事
故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求②
設置要求

24

計装設備の重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計
測又は計測方式により換算表を用いて推定することで，重要監視パラメー
タに対して可能な限り多様性を有する設計とする。

設置要求

25

計装設備の重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメー
タを計測する箇所と異なる箇所で計測することにより，重要監視パラメー
タと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

設置要求

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計装設備の常設重要計
器及び常設重要代替計器は，地震等により機能が損なわれる場合，必要に
応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

27

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，設計基準対象の施
設の計測制御設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の
施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した
複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計と
する。または，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図
る設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場
合は設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に
保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 計装設備 ― ―

<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明す
る。

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明す
る。

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

【重大事故等の対処に必要なパラ
メータの計測又は推定】
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
計測方針（代替パラメータによる
推定方法含む）について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータを
計測する設備の設計方針について
説明する。

【計装設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する
計装設備について、測定時の設備
系統構成について説明する。ま
た，可搬型設備の計測点，保管場
所，接続場所を示す。
・臨界事故の拡大を防止するため
に必要な計装設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に
対処するために必要な計装設備
・放射線分解により発生する水素
による爆発に対処するために必要
な計装設備
・有機溶媒等による火災又は爆発
に対処するために必要な計装設備
・工場等外への放射性物質等の放
出を抑制するために必要な計装設
備
・重大事故等への対処に必要とな
る水の供給に必要な計装設備

【計装設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータを
計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を
説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等
について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

28
計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29

計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器の一部は，重大事故等の対
処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。また，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合
は，可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測
する設計とする。

機能要求②
運用要求

計装設備 設計方針（個数及び容量）
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対処
に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点
検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備 設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

31

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装設備の可搬型重要計器は，再処理施設
及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを
考慮した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するととも
に，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必
要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備 設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

32
計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により
機能を損なわない設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

34

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋，第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を
損なわない設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

35
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計装設備の可搬型重要計器
及び可搬型重要代替計器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

36
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学薬
品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液
防護する設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

37

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物の
影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及び外部保管エリ
アの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を
損なわない設計する。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

38
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大事
故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな
るおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

39
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備又
はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（操作性の確保） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

40
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易か
つ確実に接続でき，かつ，複数の計装配管と相互に使用することができる
よう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（操作性の確保） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

41
計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，再処理施設の運転中又
は停止中に模擬入力による性能確認及び校正並びに外観の確認が可能な設
計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（試験・検査性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

42
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，再処理施設の運転
中又は停止中に模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確
認が可能な設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（試験・検査性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

43
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備は「表1　主要設備リスト」に示す。

冒頭宣言 基本方針 冒頭宣言 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計装設備の操作性の確保について説明する。

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計装設備の試験・検査性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計装設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

28
計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

29

計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器の一部は，重大事故等の対
処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。また，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合
は，可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測
する設計とする。

機能要求②
運用要求

30

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対処
に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点
検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

31

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装設備の可搬型重要計器は，再処理施設
及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを
考慮した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するととも
に，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必
要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

32
計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により
機能を損なわない設計とする。

設置要求

34

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋，第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を
損なわない設計とする。

設置要求

35
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計装設備の可搬型重要計器
及び可搬型重要代替計器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

設置要求

36
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学薬
品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液
防護する設計とする。

設置要求

37

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物の
影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及び外部保管エリ
アの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を
損なわない設計する。

設置要求

38
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大事
故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな
るおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求

39
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備又
はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。

設置要求

40
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易か
つ確実に接続でき，かつ，複数の計装配管と相互に使用することができる
よう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計とする。

設置要求

41
計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，再処理施設の運転中又
は停止中に模擬入力による性能確認及び校正並びに外観の確認が可能な設
計とする。

設置要求

42
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，再処理施設の運転
中又は停止中に模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確
認が可能な設計とする。

設置要求

43
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備は「表1　主要設備リスト」に示す。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ―

<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説
明する。

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 計装設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 基本方針 ― ― ― － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
計装設備の試験・検査性について
説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
計装設備の環境条件等について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
計装設備の操作性の確保について
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44

4.2.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

第２章 個別項目のうち「1.2 重大事故等対処設備」に用いる一部のパラ
メータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可
搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮
機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

45
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生し
た場合において，赤外線機能により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる
設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

46

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち可搬型重要計器の電源は，重大事故等が発生した場合におい
て，乾電池，充電池又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電
機から給電する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

47
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを介して電源を給
電する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

48
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機
から空気を供給する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

49

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空
冷ユニットに必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計とする。可搬型
計測ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮
機から供給する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

50

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水
温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵
プール等状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視可能な機能
を有する設計とする。また，可搬型監視ユニットには，計測制御装置の使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

51

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷
却する機能を有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等
空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重
要計器に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇
及び沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮して
も，可搬型重要計器の機能を損なわない設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

52
また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに
必要な電源は，代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機から供給する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

53

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型
計測ユニット用空気圧縮機及び電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設可搬型発電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とす
るとともに，けん引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

54

計装設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プー
ル等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出器
（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器は，設計基準対象の
施設の計測制御設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそ
れがないように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋か
ら100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設
の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求 計装設備
設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

55

計装設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ
ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位
（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代替
注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体
検出器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）の
パラメータを計測する可搬型重要計器は，設計基準対象の施設の計測制御
設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測
制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部
保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 計装設備
設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

56
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じ
て固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

57

計装設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計
測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確
保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
クアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備 設計方針（個数及び容量）
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの計測方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の設計方針につい
て説明する。

【計装設備の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を監視する
装置の構成する計装設備について、測定時の設備
系統構成について説明する。また，可搬型設備の
計測点，保管場所，接続場所を示す。
・使用済燃料プール等の監視設備の冷却装置の構
成について説明する。

「Ⅵ-1-1-4安全設備及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明
書」において詳細を展開する。

【計装設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

44

4.2.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

第２章 個別項目のうち「1.2 重大事故等対処設備」に用いる一部のパラ
メータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可
搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮
機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

冒頭宣言

45
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生し
た場合において，赤外線機能により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる
設計とする。

設置要求

46

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備のうち可搬型重要計器の電源は，重大事故等が発生した場合におい
て，乾電池，充電池又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電
機から給電する設計とする。

設置要求

47
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを介して電源を給
電する設計とする。

設置要求

48
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機
から空気を供給する設計とする。

設置要求

49

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空
冷ユニットに必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計とする。可搬型
計測ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮
機から供給する設計とする。

設置要求

50

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水
温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵
プール等状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視可能な機能
を有する設計とする。また，可搬型監視ユニットには，計測制御装置の使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設計とする。

設置要求

51

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷
却する機能を有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等
空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重
要計器に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇
及び沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮して
も，可搬型重要計器の機能を損なわない設計とする。

設置要求

52
また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに
必要な電源は，代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機から供給する設計とする。

設置要求

53

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型
計測ユニット用空気圧縮機及び電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設可搬型発電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とす
るとともに，けん引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求

54

計装設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プー
ル等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出器
（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器は，設計基準対象の
施設の計測制御設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそ
れがないように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋か
ら100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設
の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求

55

計装設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ
ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位
（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代替
注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体
検出器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）の
パラメータを計測する可搬型重要計器は，設計基準対象の施設の計測制御
設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測
制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部
保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

56
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じ
て固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

57

計装設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計
測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確
保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
クアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ―
<計測装置>
・計測範囲

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説
明する。

Ⅵ-1-2-2 使用済燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏えいを監視する装
置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する
説明書

【重大事故等の対処に必要なパラ
メータの計測又は推定】
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
計測方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータの
監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータを
計測する設備の設計方針について
説明する。

【計装設備の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水
位等を監視する装置の構成する計
装設備について、測定時の設備系
統構成について説明する。また，
可搬型設備の計測点，保管場所，
接続場所を示す。
・使用済燃料プール等の監視設備
の冷却装置の構成について説明す
る。

「Ⅵ-1-1-4安全設備及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下
における健全性に関する説明書」
において詳細を展開する。

【計装設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監
視することが必要なパラメータを
計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を
説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等
について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

58

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カ
メラ）及びスプレイ設備流量を計測する可搬型重要計器は，可搬型計測ユ
ニット，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により
冷却した圧縮空気を供給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境
温度，湿度を考慮しても機能を損なわない設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

59

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水
温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所，第
２保管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）
等により機能を損なわない設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

60

計装設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料
貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び
第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計
とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

61
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計装設備の可搬型重要計器
は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計と
することでその機能を損なわない設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

62

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プー
ル等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器は，溢水量及び化
学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び
被液防護する設計とする。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

63
計装設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，機能を損なわない設計する。

設置要求 計装設備 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

64

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型
計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車は，積雪及び火山の影響に対し
て，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載
荷重）に対しては除灰する手順を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

65
計装設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することで操作可能な設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（操作性の確保） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

66
計装設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対
処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用
いる設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（操作性の確保） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

67

計装設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ
ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及び燃料貯蔵プール等水位，燃料貯
蔵プール等水温，代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール
等空間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測
する可搬型重要計器は，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに
外観の確認が可能な設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針（試験・検査性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計装設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

68
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備は「表1　主要設備リスト」に示す重大事故等対処設備の他，以下の設
備とする。

冒頭宣言 基本方針 冒頭宣言 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

69

可搬型空冷ユニットＡの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＢの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＣの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＤの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＥの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型計測ユニットの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除外
時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型監視ユニットの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除外
時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型計測ユニット用空気圧縮機の保有数は，必要数として１台，予備として故障時
及び待機除外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
けん引車の保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除外時のバック
アップを２台の合計３台確保する設計とする。

設置要求 計装設備 設計方針 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計装設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計装設備の操作性の確保について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

58

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カ
メラ）及びスプレイ設備流量を計測する可搬型重要計器は，可搬型計測ユ
ニット，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により
冷却した圧縮空気を供給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境
温度，湿度を考慮しても機能を損なわない設計とする。

設置要求

59

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水
温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所，第
２保管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）
等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

60

計装設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料
貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び
第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計
とする。

設置要求

61
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計装設備の可搬型重要計器
は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計と
することでその機能を損なわない設計とする。

設置要求

62

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プー
ル等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器は，溢水量及び化
学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び
被液防護する設計とする。

設置要求

63
計装設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，機能を損なわない設計する。

設置要求

64

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型
計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車は，積雪及び火山の影響に対し
て，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載
荷重）に対しては除灰する手順を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

65
計装設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することで操作可能な設計とする。

設置要求

66
計装設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対
処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用
いる設計とする。

設置要求

67

計装設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ
ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及び燃料貯蔵プール等水位，燃料貯
蔵プール等水温，代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール
等空間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測
する可搬型重要計器は，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに
外観の確認が可能な設計とする。

設置要求

68
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備は「表1　主要設備リスト」に示す重大事故等対処設備の他，以下の設
備とする。

冒頭宣言

69

可搬型空冷ユニットＡの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＢの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＣの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＤの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型空冷ユニットＥの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除
外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型計測ユニットの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除外
時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型監視ユニットの保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除外
時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
可搬型計測ユニット用空気圧縮機の保有数は，必要数として１台，予備として故障時
及び待機除外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。
けん引車の保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び待機除外時のバック
アップを２台の合計３台確保する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 施設共通　基本設計方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
計装設備の試験・検査性について
説明する。

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 ― ― ― ― － －

― ― ― ― ― ― 〇 計装設備 ― ― ― ― － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
計装設備の環境条件等について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
計装設備の操作性の確保について
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

70

4.2.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが
発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ
リズムが発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情
報を把握するために，重大事故等に対処するために監視することが必要な
パラメータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録す
る設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

71

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
が発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因に
よって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機
能が損なわれない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

72

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意
による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，
当該事象に対処するために把握することが必要なパラメータとして計測す
る設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

73

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合において必要なパラメータを把握し記録する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器を使用
するとともに，計測制御装置の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監
視制御盤及び緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置，情報表示装
置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への故意による大型航
空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握
し記録する設備として兼用する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

74

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計
器により計測したパラメータは，計測制御装置の情報把握計装設備，監視
制御盤，安全系監視制御盤及び緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装
置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中央制御
室及び緊急時対策所において必要な情報を共有することにより，共通要因
によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握する機能が
損なわれない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

75

4.2.5.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

76
計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で
構成する。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

77

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電
源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であ
り，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重
要代替監視パラメータを監視並びに記録する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

78

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流
動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視
パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設備であり，常
設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替
監視パラメータを監視する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

79

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち
全交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，並びに内
的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合にお
いて，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録
するための設備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重
大事故等対処設備として設置する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

80

4.2.5.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把
握計装設備で構成する。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

【計装設備の計測結果の表示，記録及び保存】
・測定したパラメータの記録設備の設計方針につ

いて説明する。
・記録するパラメータ，記録場所を説明する。

・パラメータの記録周期，記録可能な期間を説明
する。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-2-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に関
する構成
3.1計測装置及び表示、記録及び保存する設備の構
成
3.2制御室及び緊急時対策所における同時機能喪失
を防止するための措置

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係
る基本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係
る対処方針、対策設備、同時機能喪失に係る措置
を記載

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握の構
成】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に用
いる設備を示す。
・(添付図にて全体系統を示す)

【制御室及び緊急時対策所における同時機能喪失
を防止するための措置】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の
同時機能喪失を防止するための措置を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

70

4.2.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが
発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ
リズムが発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情
報を把握するために，重大事故等に対処するために監視することが必要な
パラメータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録す
る設備を設置する設計とする。

冒頭宣言

71

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する
設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
が発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因に
よって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機
能が損なわれない設計とする。

設置要求

72

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意
による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，
当該事象に対処するために把握することが必要なパラメータとして計測す
る設計とする。

設置要求

73

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合において必要なパラメータを把握し記録する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器を使用
するとともに，計測制御装置の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監
視制御盤及び緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置，情報表示装
置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への故意による大型航
空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握
し記録する設備として兼用する設計とする。

設置要求

74

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計
器により計測したパラメータは，計測制御装置の情報把握計装設備，監視
制御盤，安全系監視制御盤及び緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装
置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中央制御
室及び緊急時対策所において必要な情報を共有することにより，共通要因
によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握する機能が
損なわれない設計とする。

設置要求

75

4.2.5.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる
設計とする。

冒頭宣言

76
計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で
構成する。

設置要求

77

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電
源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であ
り，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重
要代替監視パラメータを監視並びに記録する設計とする。

設置要求

78

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流
動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視
パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設備であり，常
設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替
監視パラメータを監視する設計とする。

設置要求

79

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち
全交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，並びに内
的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合にお
いて，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録
するための設備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重
大事故等対処設備として設置する設計とする。

設置要求

80

4.2.5.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把
握計装設備で構成する。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

【計装設備の計測結果の表示，記
録及び保存】

・測定したパラメータの記録設備
の設計方針について説明する。
・記録するパラメータ，記録場所

を説明する。
・パラメータの記録周期，記録可

能な期間を説明する。

Ⅵ-1-2-3　再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合の情報把
握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.再処理施設への故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズム
が発生した場合の情報把握に関す
る構成
3.1計測装置及び表示、記録及び保
存する設備の構成
3.2制御室及び緊急時対策所におけ
る同時機能喪失を防止するための
措置

【再処理施設への故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズム
が発生した場合の情報把握に係る
基本方針】
・再処理施設への故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズム
が発生した場合の情報把握に係る
対処方針、対策設備、同時機能喪
失に係る措置を記載

【再処理施設への故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズム
が発生した場合の情報把握の構
成】
・再処理施設への故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズム
が発生した場合の情報把握に用い
る設備を示す。
・(添付図にて全体系統を示す)

【制御室及び緊急時対策所におけ
る同時機能喪失を防止するための
措置】
・制御室及び緊急時対策所におい
て、監視機能の同時機能喪失を防
止するための措置を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

81

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用
屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備であ
る前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建
屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収
集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬
型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・
貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計
装設備可搬型発電機で構成する。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

82
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録で
きる設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

83
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，電気設備の一部である受電開
閉設備等から給電する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

84

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋
可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収
集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機か
ら，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制御
建屋可搬型発電機から，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給
電する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

85
情報把握計装設備のうち，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機
は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

86

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時
に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ
ない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

87

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生
飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

88

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視
制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要
な系統を構成することで，独立性を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

89

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示
装置は，情報把握計装設備可搬型発電機及び代替電源設備の前処理建屋可
搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設か
らの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有
する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

90

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装
置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因によっ
て同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップ
を含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が
設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア
に分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

91
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

92
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【計装設備の計測結果の表示，記録及び保存】
・測定したパラメータの記録設備の設計方針につ
いて説明する。
・記録するパラメータ，記録場所を説明する。
・パラメータの記録周期，記録可能な期間を説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等について説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

81

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用
屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備であ
る前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建
屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収
集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬
型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・
貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計
装設備可搬型発電機で構成する。

設置要求

82
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録で
きる設計とする。

設置要求

83
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，電気設備の一部である受電開
閉設備等から給電する設計とする。

設置要求

84

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋
可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収
集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機か
ら，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制御
建屋可搬型発電機から，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給
電する設計とする。

設置要求

85
情報把握計装設備のうち，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機
は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。

設置要求

86

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時
に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ
ない設計とする。

設置要求

87

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生
飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

設置要求

88

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視
制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要
な系統を構成することで，独立性を有する設計とする。

設置要求

89

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示
装置は，情報把握計装設備可搬型発電機及び代替電源設備の前処理建屋可
搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設か
らの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有
する設計とする。

設置要求

90

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装
置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因によっ
て同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップ
を含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が
設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア
に分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

91
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

92
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明す
る。

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

【計装設備の共用】
計装設備の共用について説明す
る。

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

【計装設備の計測結果の表示，記
録及び保存】
・測定したパラメータの記録設備
の設計方針について説明する。
・記録するパラメータ，記録場所
を説明する。
・パラメータの記録周期，記録可
能な期間を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等
について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

93
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録す
るために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

94

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするとと
もに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として前処理建屋
に対して１系統，分離建屋に対して１系統，精製建屋に対して１系統，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液ガラス固
化建屋に対して１系統，制御建屋に対して１系統の必要数6系統に加え，予
備を6系統，合計12系統以上を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

95

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計と
する。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

96

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パ
ラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪
失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力で
きる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って
保存できる容量を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

97

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示
装置は，必要なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数
は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとと
もに，故障時バックアップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

98

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電
力を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数とし
て重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時の
バックアップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

99

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時
に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び
個数を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさな
い設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

100
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

101

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤及び安全系監視制御盤は，地震等により機能が損なわれる場合，代替
設備による機能の確保，修理の対応により機能を維持する設計とする。ま
た，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定めて，
管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把
握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，その機
能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

103

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋に設置
し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

104
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及
び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び
降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

105
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学
薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液
防護を講ずる設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

106

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装
置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防
止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

107

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理
建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型
情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収
集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基
づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計装設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

93
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録す
るために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

94

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするとと
もに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として前処理建屋
に対して１系統，分離建屋に対して１系統，精製建屋に対して１系統，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液ガラス固
化建屋に対して１系統，制御建屋に対して１系統の必要数6系統に加え，予
備を6系統，合計12系統以上を有する設計とする。

設置要求

95

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計と
する。

設置要求

96

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パ
ラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪
失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力で
きる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って
保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

97

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示
装置は，必要なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数
は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとと
もに，故障時バックアップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求

98

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電
力を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数とし
て重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時の
バックアップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求

99

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時
に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び
個数を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさな
い設計とする。

設置要求

100
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求

101

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤及び安全系監視制御盤は，地震等により機能が損なわれる場合，代替
設備による機能の確保，修理の対応により機能を維持する設計とする。ま
た，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定めて，
管理する。

運用要求

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把
握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，その機
能を損なわない設計とする。

設置要求

103

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋に設置
し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

104
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及
び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び
降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

設置要求

105
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学
薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液
防護を講ずる設計とする。

設置要求

106

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装
置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防
止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

107

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理
建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型
情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収
集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基
づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
計装設備の環境条件等について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

108

情報把握計装設備の情報把握計装設備可搬型発電機は，積雪及び火山の影
響に対して，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物に
よる積載荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備する手順を保安規定に定め
て，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計装設備の環境条件等について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

109

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装
置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少
ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（操作性の確保） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

110

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝
送系統及び建屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報表示装置
との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が
容易に可能な設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（操作性の確保） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

111
計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，
再処理施設の運転中又は停止中に，模擬入力による機能，性能確認（表
示）及び外観確認が可能な設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計装設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

112
4.2.5.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の計測制御装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視
制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

113

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用
屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備であ
る使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置で構成する。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

114
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替
監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

115
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，電気設備の一部である受電開
閉設備等から給電する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

116

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機から計装設備の可搬型計測ユニットを介して給電する設計とす
る。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

117

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生
飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

118

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視
制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成すること
で，独立性を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

119

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，代替電源設備の使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を給電すること
で，電気設備の設計基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤及び
安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

120

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装置の監視
制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因によって同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測
制御装置の監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設
計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（多様性，位置的
分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

121
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設
として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用す
ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

122
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

123
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録す
るために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

124

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするとと
もに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に対して１系統の必要数1系統に加え，予備を1系統，合
計2系統以上を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等について説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計装設備の操作性の確保について説明する。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【計装設備の計測結果の表示，記録及び保存】
・測定したパラメータの記録設備の設計方針につ
いて説明する。
・記録するパラメータ，記録場所を説明する。
・パラメータの記録周期，記録可能な期間を説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

108

情報把握計装設備の情報把握計装設備可搬型発電機は，積雪及び火山の影
響に対して，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物に
よる積載荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備する手順を保安規定に定め
て，管理する。

運用要求

109

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装
置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少
ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

110

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報
収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝
送系統及び建屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報表示装置
との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が
容易に可能な設計とする。

設置要求

111
計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，
再処理施設の運転中又は停止中に，模擬入力による機能，性能確認（表
示）及び外観確認が可能な設計とする。

設置要求

112
4.2.5.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の計測制御装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視
制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

設置要求

113

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用
屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備であ
る使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置で構成する。

設置要求

114
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替
監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

設置要求

115
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，電気設備の一部である受電開
閉設備等から給電する設計とする。

設置要求

116

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機から計装設備の可搬型計測ユニットを介して給電する設計とす
る。

設置要求

117

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生
飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

設置要求

118

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視
制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成すること
で，独立性を有する設計とする。

設置要求

119

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，代替電源設備の使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を給電すること
で，電気設備の設計基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤及び
安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

設置要求

120

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装置の監視
制御盤及び安全系監視制御盤と共通要因によって同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測
制御装置の監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設
計とする。

設置要求

121
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設
として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用す
ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

122
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

123
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録す
るために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

124

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無
線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするとと
もに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に対して１系統の必要数1系統に加え，予備を1系統，合
計2系統以上を有する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇 ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
計装設備の環境条件等について説
明する。

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 ―
計装設備
制御室

― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
計装設備の試験・検査性について
説明する。

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
計装設備の操作性の確保について
説明する。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

【計装設備の計測結果の表示，記
録及び保存】
・測定したパラメータの記録設備
の設計方針について説明する。
・記録するパラメータ，記録場所
を説明する。
・パラメータの記録周期，記録可
能な期間を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
計装設備の多様性，位置的分散等
について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

125
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，
収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

126

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，
収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録
及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするととも
に帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が
必要な期間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

127

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝
送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の
対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時バックアップを必
要数以上確保する設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（個数及び容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

128
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

129

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤及び安全系監視制御盤は，地震等により機能が損なわれる場合，代替
設備による機能の確保，修理の対応により機能を維持する設計とする。ま
た，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定めて，
管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

130

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把
握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，その機
能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

131
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台
風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

132
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及
び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び
降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

133
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学
薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液
防護を講ずる設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

134

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管
し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

135

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋可搬型情報表示装置は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

136

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなる
おそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等によ
り当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

137
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット
内に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮し
ても機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計装設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

125
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，
収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

126

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，
収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録
及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするととも
に帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が
必要な期間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

127

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝
送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の
対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時バックアップを必
要数以上確保する設計とする。

設置要求

128
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により機能を損なわない設計とする。

設置要求

129

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制
御盤及び安全系監視制御盤は，地震等により機能が損なわれる場合，代替
設備による機能の確保，修理の対応により機能を維持する設計とする。ま
た，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定めて，
管理する。

運用要求

130

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把
握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，その機
能を損なわない設計とする。

設置要求

131
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台
風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

132
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及
び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び
降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

設置要求

133
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学
薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液
防護を講ずる設計とする。

設置要求

134

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管
し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

135

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋可搬型情報表示装置は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

136

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなる
おそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等によ
り当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

137
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット
内に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮し
ても機能を損なわない設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 施設共通　基本設計方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
計装設備の環境条件等について説
明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数】
計装設備の個数・容量について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

138

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
建屋間伝送用無線装置との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報
表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場で
の接続が容易に可能な設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（操作性の確保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計装設備の操作性の確保について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

139
計測制御装置の監視制御盤及び情報把握計装設備は，再処理施設の運転中
又は停止中に，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可
能な設計とする。

設置要求
計装設備
制御室

設計方針（試験・検査性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計装設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

140

　前処理建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備と
して故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
分離建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
精製建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要
数として１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する
設計とする。
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数とし
て１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計と
する。
制御建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）の
保有数は，必要数として１台，予備として故障時バックアップを１台の合
計２台確保する設計とする。
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）
の保有数は，必要数として１台，予備として故障時バックアップを１台の
合計２台確保する設計とする。
制御建屋可搬型情報表示装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
情報把握計装設備可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）の保有数
は，必要数として２台，予備として故障時バックアップを３台の合計５台
確保する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数とし
て１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計と
する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置の保有数は，必要数とし
て１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計と
する。

設置要求 制御室 設計方針 － － ― ― ― ― ― ― ―――――
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

138

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び
建屋間伝送用無線装置との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報
表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場で
の接続が容易に可能な設計とする。

設置要求

139
計測制御装置の監視制御盤及び情報把握計装設備は，再処理施設の運転中
又は停止中に，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可
能な設計とする。

設置要求

140

　前処理建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備と
して故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
分離建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
精製建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要
数として１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する
設計とする。
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数とし
て１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計と
する。
制御建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）の
保有数は，必要数として１台，予備として故障時バックアップを１台の合
計２台確保する設計とする。
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）
の保有数は，必要数として１台，予備として故障時バックアップを１台の
合計２台確保する設計とする。
制御建屋可搬型情報表示装置の保有数は，必要数として１台，予備として
故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。
情報把握計装設備可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）の保有数
は，必要数として２台，予備として故障時バックアップを３台の合計５台
確保する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置の保有数は，必要数とし
て１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計と
する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置の保有数は，必要数とし
て１台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計と
する。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
計装設備の操作性の確保について
説明する。

― ― ― ― ― ― 〇
計装設備
制御室

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
計装設備の試験・検査性について
説明する。

―〇―――――― 制御室 制御室

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－－――
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別紙３ 
 
 
 

基本設計方針の添付書類への展開 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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